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学士・修士の修業年限



学士・修士の修業年限に関する条文①
〇 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）
第８７条 大学の修業年限は四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及
び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるも
のとすることができる。

２ （略）
第８９条 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生・・・で当該大学
に三年（同条第１項ただし書の規定により修業年限を四年を超えるものとする学部の学
生にあつては、三年以上で文部科学大臣の定める期間）以上在学したもの・・・が、卒業
の要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、同項
の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。

〇 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）
第１４７条 学校教育法第条に規定する卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべて
に該当する場合・・・に限り行うことができる。

一 大学が、学修の成果に係る評価の基準その他の学校教育法第８９条に規定する卒業
の認定の基準を定め、それを公表していること。

二 大学が、大学設置基準第２７条の二又は専門職大学設置基準第２２条に規定する履
修科目として登録することができる単位数の上限を定め、適切に運用していること。

三 学校教育法第８７条第１項に定める学部の課程を履修する学生が、卒業の要件として
修得すべき単位を修得し、かつ、当該単位を優秀な成績をもつて修得したと認められる
こと。

四 学生が、学校教育法第８９条に規定する卒業を希望していること。 1-1



学士・修士の修業年限に関する条文②

〇 大学院設置基準（昭和４９年法律第２８号）
第３条 （略）
２ 修士課程の標準修業年限は、二年とする。ただし、教育研究上の必要があると認めら
れる場合には、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、その標準修業年限は、
二年を超えるものとすることができる。

３ 前項の規定にかかわらず、修士課程においては、主として実務の経験を有する者に対
して教育を行う場合であつて、教育研究上の必要があり、かつ、昼間と併せて夜間その
他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育
上支障を生じないときは、研究科、専攻又は学生の履修上の区分に応じ、標準修業年
限を一年以上二年未満の期間とすることができる。

第１６条 修士課程の修了の要件は、大学院に二年（二年以外の標準修業年限を定める
研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限）以上在学し、
三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応
じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び
試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者につ
いては、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。

２ （略）

1-2



主要国の高等教育機関の修業年限①（米国）

出典：文部科学省調べ。

学校種名 課程 修業
年限

通  常  の
在学年齢 備考

総合大学

学士課程
（ISCED6） 4 18～

B.A.とB.S.に大別される。いずれも、フルタイム学生として4年間学び、セメスター制の
場合は60単位以上、クオーター制の場合は90単位以上を取得することが学位取得
要件。専門職学位（B.Eng.、 B.Ed.など）もある。

修士課程
（ISCED7）

1～2
（大学で設定） 21～

M.A.及びM.S.に大別される。いずれも学士取得後、フルタイムの学生の場合1～2
年間学び、セメスター制の場合は30～60単位以上、クオーター制の場合は45～75
単位以上を取得することのほか、修了試験合格や研究論文の執筆、芸術作品の提
出などの要件が課されていることが一般的。M.A.やM.S.とは別に、MBAやMPAなど
多様な専門職学位も設けられている。

博士課程
（ISCED8） 3～ 21～

研究志向の学位（Ph.D.）と専門職学位（M.D.、J.D.など）に大別される。前者
は研究論文の作成や研究プロジェクトの実施が学位取得条件となるが、修業年限が
示されている場合は、フルタイム学生として3年以上学ぶことが求められる。後者は特
定の職業分野に関する実践志向の学位であり、通常、フルタイム学生として3～4年
間学ぶことが学位取得の要件となる。

その他の4年制大学
（リベラルアーツカレッ
ジ等）

学士課程
（ISCED6） 4 18～

B.A.とB.S.に大別される。いずれも、フルタイム学生として4年間学び、セメスター制の
場合は60単位以上、クオーター制の場合は90単位以上を取得することが学位取得
要件となる。専門職学位（B.Eng.、 B.Ed.など）もある。

修士課程
（ISCED7）

1～2
（大学で設定） 21～

M.A.及びM.S.に大別される。いずれも学士取得後、フルタイムの学生の場合1～2
年間学び、セメスター制の場合は30～60単位以上、クオーター制の場合は45～75
単位以上を取得することのほか、修了試験合格や研究論文の執筆、芸術作品の提
出などの要件が課されていることが一般的。M.A.やM.S.とは別に、MBAやMPAなど
多様な専門職学位も設けられている。

２年制大学 準学士課程
（ISCED5） 標準2 18～19

4年制大学への編入学につながるもの（A.A.、 A.S.）と就職準備を目的とするもの
（A.A.S.など）がある。いずれも、フルタイム学生の場合は2年間学び、セメスター制
の場合は60単位以上、クオーター制の場合は90単位以上を取得することが学位取
得要件となる。
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主要国の高等教育機関の修業年限②（英国）

出典：文部科学省調べ。

学校種名 課程 修業
年限

通  常  の
在学年齢 備考

大学

準学位課程 
(ISCED5) 2 18～20 実務的な内容の応用準学位（foundation degree）課程。修了後は第一学位

課程への編入も可能。

第一学位課程 
(ISCED6) 3 18～20

基本は3年。外国語学科やビジネス系は課程の中にそれぞれ1年間の留学や実習研
修期間が入るため4年。そのほか、医・獣医・歯(5)・薬(4)・看護(3)など、専攻によっ
て修了年数は異なる。医・獣医で学士号取得の課程が組み込まれている大学は6
年。

修士課程
（研究主体）
（ISCED7）

2 21～

MPhilとMResがある。前者（Master of Philosophy）は独立したプロジェクト研
究を行う独立した学位だが、一般的に博士課程の導入部分に位置する。後者
（Master of Research）はデータ収集や結果分析など特定分野の研究手法を
学ぶ。博士課程を検討している者がその分野での研究経験不足を補う目的で取得
することも多い。

修士課程
（講義主体）
（ISCED7）

1 21～ 文学修士（Master of Arts:MA）、理学修士（Master of Science:MSc）
など分野名が付されるのが一般的。

専門職修士
（ISCED7）

1～2
（大学で設定） 21～ 経営学（MBA）やエンジニア（MEng）など、職業上実践的な技能を習得する。

修業年限は大学や専攻による（大学が設定）。

PGCE（学卒者
教育資格）
（ISCED7）

1 21～ 学士号保持者を対象に、PGCEという名称の教員資格を取得する課程。同時に正
規教員資格（QTS）も取得できるコースが多い。

博士課程 
(ISCED8)

3～4
（大学で設定） 21～

PhDあるいはDphilと呼ばれるアカデミックな博士課程。第一学位取得後、3～4年
在籍し、博士論文の審査に合格する必要がある。研究主体の修士課程に登録し、
博士候補として博士課程へ転入するルートも一般的。修士号が不要な大学もあり、
年齢制限の上限もない。平均的に24～25歳の入学者が多い。修業年限は大学や
専攻による（大学が設定）。

専門職博士 
(ISCED8)

4～5
（大学で設定） 21～ 教育博士（EdD）、医学博士（MD）、経営学博士（DBA）など。修業年限は

大学や専攻による（大学が設定）。
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主要国の高等教育機関の修業年限③（フランス）

出典：文部科学省調べ。

学校種名 課程 修業
年限

通  常  の
在学年齢 備考

大学

学士課程
（ISCED6） 3 18～20

職業リサンス課程
（ISCED6） 1 20～ 高等教育2年修了者を対象とする1年の課程。修了者に学士の学位が付与される。

修士課程
（ISCED7） 2 21～

博士課程
（ISCED8） 3 23～

技術短期大学部
大学技術教育学
士取得課程
（ISCED6）

3 18～20

グランゼコール
機関独自のディプロ
ムの取得課程
（ISCED6～7）

3 20～22 主にグランゼコール準備級を経て入学する課程である。

5 18～22 主にグランゼコール準備級を経ずに入学する課程である。

リセ付設グランゼコー
ル準備級

グランゼコール準備
課程（ISCED6） 2 18～19 グランゼコール入学試験に向けた準備課程（ディプロム取得課程ではない）。

リセ付設中級技術者
養成課程

中級技術者養成
課程（ISCED5） 2 18～19

国立高等教職教育
学院

修士課程
（ISCED7） 2 21～22

1-5



主要国の高等教育機関の修業年限④（ドイツ）

出典：文部科学省調べ。

学校種名 課程 修業
年限

通  常  の
在学年齢 備考

専門大学

学士課程（ISCED6） 3～4
（大学で設定） 18/19～

標準学修期間については、各州の高等教育法に学士を3～4年とすることが定められ
ており、これに基づき、各大学が課程年限を設定しているが、3年であることが一般的。
多くの専門大学では、企業で職業訓練生として職業訓練に従事しながら大学で関連
する座学を学修する二元式学修課程が設置されている。同課程の場合、通常3.5年
（210単位）で学士の取得に至る。

専門大学ディプローム取
得課程（ISCED6） ～4 18/19～ 伝統的な学修課程で、標準学修期間は4年以下とされているため、学士相当と位置

づけられている。

修士課程（ISCED7） 1～2
（大学で設定） 21～ 標準学修期間については、各州の高等教育法に修士を1～2年とすることが定められ

ており、これに基づき、各大学が課程年限を設定しているが、2年であることが一般的。

総合大学（工
科大学、教育
大学、神学大
学、芸術・音楽
大学を含む）

学士課程（ISCED6） 3～4
（大学で設定） 18/19～

標準学修期間については、各州の高等教育法に学士を3～4年とすることが定められ
ており、これに基づき、各大学が課程年限を設定しているが、3年であることが一般的。
音楽大学が提供する音楽学士の取得課程の標準学修期間は、通常4年である。

修士課程（ISCED7） 1～2
（大学で設定） 21～ 標準学修期間については、各州の高等教育法に修士を1～2年とすることが定められ

ており、これに基づき、各大学が課程年限を設定しているが、2年であることが一般的。

ディプローム/マギスター取
得課程（ISCED7） 4.5 18/19～ 伝統的な学修課程で、標準学修期間は4.5年とされているため、修士相当と位置づ

けられている。

国家試験（医学、歯学、
薬学、獣医学、食品化
学、法学）（ISCED7）

4～6.5 18/19～
特定の専門職養成に関わる学修課程は学位ではなく、国家試験をもって修了する。
標準学修期間は、職種により4～6.5年となっており、国家試験の合格は修士相当と
位置づけられている（医学：6.5年、歯学：5～5.5年、薬学：4～5年、獣医
学：5.5年、食品化学：4.5年、法学：5年、教師養成：4.5年）。

博士課程（ISCED8） (3) 23～ 博士の取得を目的とした課程は限定的に存在するのみ。博士の学位は、1人の教授
の下で研究を続け、博士論文を執筆するスタイルで取得するのが一般的である。

※在学開始年齢は、中等教育段階の年限が州や中等教育段階の学校種により8年又は9年であるため、18歳又は19歳となっている。
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主要国の高等教育機関の修業年限⑤（中国）

注：「中華人民共和国高等教育法」（1998年制定、2018年改正）の第17条に「専科教育の基本的な修業年限は 2～3 年，本科教育の基本的な修業年限は 4～5 年，大学院修士教育の基本
的な修業年限は 2～3 年，大学院博士教育の基本的な修業年限は 3～4 年とする。非全日制の卒業資格につながる高等教育の修業年限は，これより適宜延長しなければならない。高等教

育機関は，実際の必要に基づき，当該機関の修業年限を調整することができる。」と規程がある。なお、学部レベルの教育を提供する本科課程については教育部が「普通高等教育機関本科
専門分野目録」を公表しており、その中で修業年限を示している。
出典：文部科学省調べ。

学校種名 課程 修業
年限

通  常  の
在学年齢 備考

大学

本科課程
（ISCED6） 4～5 19～22 学士は 4~5年の本科卒業者で、学業成績が一定の基準に達している者に授与される。

学士の学位は、哲学、経済学、法学、教育学、文学、歴史学、理学、工学、農学、医
学、管理学、芸術学の12の専攻分野及び建築学の職業専門学位に対して授与される。
学士は通常4年の課程。5年の課程は医学、農学の獣医学、芸術学の一部課程などで
実施。

専科課程
（ISCED5）

2～3
（大学で設定） 19～21

修士課程
（ISCED7）

2～3
（大学で設定） 22～ 修士及び博士の学位は、修士は 2~3年の修士課程を、博士は 3~4年の博士課程を

修了し、修了試験及び論文審査に合格した者に、それぞれ授与される。修士及び博士
の学位は、哲学、経済学、法学、教育学、文学、歴史学、理学、工学、農学、医学、
管理学、軍事学、芸術学の専攻分野に対して、またそれらに加えて修士では40種の職
業専門学位が、 博士では6種の職業専門学位が授与される。

博士課程
（ISCED8）

3～4
（大学で設定） 24～

専科学校 専科課程
（ISCED5）

2～3
（大学で設定） 19～21 短期高等教育である専科課程 (2~3年）で、主に、教員養成や看護師の育成などの

専門人材の育成を担っている。卒業者には短期高等教育の卒業証書が授与される。

職業技術学院 専科課程
（ISCED5）

2～3
（大学で設定） 19～21 短期高等教育である専科課程 (2~3年）で、工業、食品、芸術等の様々な分野の実

践的人材を育成している。卒業者には、卒業証書が授与される。

大学院レベルの
教育を提供する
科学研究機関

修士課程
（ISCED7）

2～3
（大学で設定） 22～ 修士及び博士の学位は、修士は 2~3年の修士課程を、博士は 3~4年の博士課程を

修了し、修了試験及び論文審査に合格した者に、それぞれ授与される。修士及び博士
の学位は、哲学、経済学、法学、教育学、文学、歴史学、理学、工学、農学、医学、
管理学、軍事学、芸術学の専攻分野に対して、またそれらに加えて修士では40種の職
業専門学位が、博士では6種の職業専門学位が授与される。

博士課程
（ISCED8）

3～4
（大学で設定） 24～
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主要国の高等教育機関の修業年限⑥（韓国）

出典：文部科学省調べ。

学校種名 課程 修業
年限

通  常  の
在学年齢 備考

大学

学士課程
（ISCED6） 4 18～21 修業年限は4 年（医歯薬系は6 年）で、学則で定める所定の課程（140 単位

前後）を修めると「学士」（Bachelor Degree）が授与される。

修士課程
（ISCED7） 2～ 22～

修士課程及び博士課程の修業年限はそれぞれ2年以上、修士・博士の統合課程は4
年以上とする。但し学則の定める所定の単位以上を取得した場合は、修士で1年、博
士で6か月、修士・博士統合課程で1年6か月、修業年限を短縮できる。博士課程

（ISCED8）

教育大学 学士課程
（ISCED6） 4 18～21 初等教員養成を目的とする4年制高等教育機関で、学則で定める所定の課程（140 

単位前後）を修めると「学士」（Bachelor Degree）が授与される。

産業大学 学士課程
（ISCED6） - 18～21 産業大学の修業年限は制限されていない。

専門大学

専門学士課程
（ISCED5） 2～3 18～20

専門職業人の養成を目的とする短期高等教育機関で、修業年限は2年以上3年以
下とされる。所定の単位を修得したものには「専門学士」（Associate Degree）が授
与される。医療・理工系課程は3年制。

専攻深化課程
（ISCED6） 1～2 20～21

専門大学を卒業した者の継続教育を目的とした1～2年の専攻深化課程（非学位課
程も含む）を置くことができ、教育省長官から認可を受けた専攻深化課程において所定
の単位を修得した者には「学士」を授与することができる。医療・理工系課程は1年制。

技術大学
学士課程
（ISCED6） 2 18～21 学士課程の入学資格は専門大学を卒業したものかこれと同等の学力があるとされたもの

で、企業に1年半以上在職した経験があることが条件である。専門学士課程
（ISCED5）

遠隔大学（放送大
学・サイバー大学）

学士課程
（ISCED6） 4

18～ 放送通信大学（Air & Corr. University）とサイバー大学（Cyber University）
を含む遠隔大学は、2年制の専門学士課程と4年制の学士課程が置かれる。専門学士課程

（ISCED5） 2
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単位制度と卒業・修了要件



単位制度と卒業・修了要件に関する条文①

〇 大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）

第２１条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。

２ 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要
とする内容をもつて構成することを標準とし、第二十五条第一項に規定する授業の方法
に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、おおむね十
五時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位として単
位数を計算するものとする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業
については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。

３ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、
これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これ
らに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

第３２条 卒業の要件は、百二十四単位以上を修得することのほか、大学が定めることと
する。

２～６ （略）
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単位制度と卒業・修了要件に関する条文②

〇 大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）

第１２条 大学院の教育は、授業科目の授業及び研究指導によつて行うものとする。

２ （略）

第１６条 修士課程の修了の要件は、大学院に二年（二年以外の標準修業年限を定める
研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限）以上在学し、
三十単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応
じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試
験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者について
は、大学院に一年以上在学すれば足りるものとする。

２ （略）

第１７条 博士課程の修了の要件は、大学院に五年（略）以上在学し、三十単位以上を修
得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験
に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者につい
ては、大学院に三年（修士課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつては、
当該課程における二年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとする。

２～４ （略）

2-2



早期卒業



○いわゆる「早期卒業」とは、学部教育の全課程を修了することの意義を踏まえつつ、能力・適性に応じた
教育を行う必要性を踏まえ、一律に在学期間を４年とするのではなく、大学の責任ある授業運営と厳
格な成績評価を前提として例外的に４年未満の在学で卒業を認める制度。
平成11年の学校教育法及び同法施行規則改正により、平成12年４月に大学の第１年次に入学す
る学生から適用。

○早期卒業者は我が国及び諸外国の大学院へ進学、あるいは就職して社会の各方面で活躍することが
期待される。

（対象者に関する要件）
    ・大学に３年以上在学したこと（学校教育法第89条）
    ・卒業要件として大学の定める単位を優秀な成績で修得すること（学校教育法第89条）
    ・早期卒業を希望すること（学校教育法施行規則第147条第4号）

（受け入れ大学に関する要件）
    ・大学が、学修の成果に係る評価の基準その他の早期卒業の認定の基準を定め、それを公表している
こと（学校教育法施行規則第147条第1号）

    ・大学が、履修科目として登録することができる単位数の上限を定め、適切に運用していること
（学校教育法施行規則第147条第2号）

（留意点）
    ・早期卒業は学生の能力・適性に応じた教育を行いその成果を適切に評価していく観点から設けられ

た例外的な措置であること
・十分な教育的配慮、責任ある授業運営や適切な成績評価の実施、早期卒業の運用状況の公表
などに配慮し、安易な運用により大学教育の質の低下を招かないよう適切な運用の確保に努める必
要があること

大学の「早期卒業」について
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大学の「早期卒業」の実態

（出典）文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和４年度）」

【早期卒業制度を導入している大学】 【実際に早期卒業させた大学】

【早期卒業した学生数】

（※）大学院のみを設置する大学は母数に
 含めない。

（※）平成29年度、令和元年度、令和３年度は
 調査項目の隔年化のため調査していない。

（※）選択肢「導入している」と回答した学部が１つ以上ある大学を集計。
（※）大学院のみを設置する大学は母数に含めない。
（※）平成29年度、令和元年度、令和３年度は調査項目の隔年化のため調査していない。

（※）選択肢「導入している」と回答した学部が１つ以上ある大学を集計。
（※）大学院のみを設置する大学は母数に含めない。
（※）平成29年度、令和元年度、令和３年度は調査項目の隔年化のため調査していない。
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優等学位



諸外国における優等学位の例

〇 オーストラリア
優等学士（Bachelor Honours Degree）
研究の基礎や方法の提供に加えて、１つ以上の専門分野におけるより発展的で一貫

した知識や技能が提供され、相当数の論文やプロジェクトが求められる。

通常、学士取得後＋１年間の学習が必要だが、４年間の学士プログラムに組み込ま
れている場合もある。優等学位取得者が、博士プログラムに直接進める場合もある。

〇 イギリス
優等学士（Honours Bachelor Degree）
３年間の課程で３６０単位の修得。優等学士学位の成績分類（※）においてUpper 

secondを得た修了者には一般的な修士課程入学資格が与えられる。なお、１単位は１０

時間の学修をもって構成され、授業時間に限らず、自習・課題作成等の授業外学修時
間も含まれる。

（※）優等学士学位授与時の分類と在学中の成績の対応
First：100-70%、Upper second：69-60%、Lower second：59-50%、Third：49-40%

出典：各国の高等教育・質保証システムの概要（大学改革支援・学位授与機構HP）より
https://www.niad.ac.jp/consolidation/international/publish/package.html

4-1

https://www.niad.ac.jp/consolidation/international/publish/package.html


通信教育



 通信課程の学生数は、学部184,735人、大学院3,634人（修士2,805人、博士260人、専門職569人）、短大18,209人。
 通信制大学（学部）は、幅広い年齢層と約半数の有職者の学生で構成されている。

※通信教育を行う大学数については令和６年度全国大学一覧、短期大学一覧より作成（新規募集停止となっている大学を含む）。その他については、令和６年度学校基本統計により作成（正規課程の学生のみ）。

■通信教育を行う大学数・通信課程の学生数

人文科学, 

21,220 

社会科学, 

43,587 

理学, 887 

工学, 335 

保健, 4,761 

家政, 1,540 教育, 13,204 

芸術, 

22,732 

その他, 76,469 

■通信教育学部学生数（関係学科別）

学 部 大 学 院 短期大学修士 博士 専門職

通信教育を行う大学数（延べ数。R６） 46 23 11 2 11

通信課程の学生数（R6,人）※正規課程 184,735 2,805 260 569 18,209

うち放送大学学園 60,277 663 87 - -

通信課程の卒業者数（R5年度間、人） 20,254 838 20 215 6,771

■通信制大学における学生の特色

【通学制大学】 【通信制大学（学部）】
ー10代入学者割合－ ー年齢別学生割合－ ー学生の有職者割合－

48.3%
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95.2%

18歳～22歳

19%

23歳～24歳

6%

25歳～29歳

11%

30歳～39歳

15%

40歳～49歳

17%

50歳～59歳

17%

60歳以上

15%

大学通信教育の現状



通学制と通信制の授業方法等の比較（設置基準）

通学制の大学 通信制の大学

124単位のうち、60単位まで②遠隔授業による修得可
（大学設置基準第32条第５項）

卒業要件となる
単位数

124単位のうち、少なくとも30単位の修得は①面接授業又は②遠隔授
業によらなければならない。ただし、当該30単位のうち10単位までは③放
送授業による修得可（大学通信教育設置基準第６条第２項）

授業の方法
○ 講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併
用により行う（大学設置基準第25条第１項） ①面接授業 ○ 同左（大学通信教育設置基準第３条第１項により準用）

○ 文部科学大臣が別に定めるところ【※】により、多様なメディアを高度に
利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる
（大学設置基準第25条第２項）

②遠隔授業
（メディアを利用し
て行う授業）

○ 同左（大学通信教育設置基準第３条第１項により準用）

③放送授業
○ 主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業（大
学通信教育設置基準第３条第１項）

○ 添削等による指導を併せて行うものとする（同条第２項）

④印刷教材等
による授業

○ 印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその
内容をインターネット等を通じて提供し、主としてこれにより学修させる授
業（大学通信教育設置基準第３条第１項）

○ 添削等による指導を併せて行うものとする（同条第２項）

面接・遠隔授業
：30単位以上

放送授業、
印刷教材等による授業

卒業に必要な単位数＝124単位

うち10単位＝放送授業で代替可

面接授業

卒業に必要な単位数＝124単位

遠隔授業可
：60単位まで

【※】平成13年文部科学省告示第51号（次ページ参照）
⇒同時性又は即応性を持つ双方向性を有し、面接授業に
相当する教育効果を有すると認められることが必要。
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（参考）参照条文①

大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）抄

大学通信教育設置基準（昭和56年文部省令第33号）抄

第二十五条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
２ 大学は、文部科学大臣が別に定めるところ【※】により、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

【※】平成13年文部科学省告示第51号 大学設置基準第二十五条第二項の規定に基づき、大学が履修させることができる授業について定める件
  通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、
大学において大学設置基準第二十五条第一項に規定する面接授業に相当する教育効果を有すると認められたものであること。
１．同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所（大学設置基準第三十一条第一項の規定により単位を
授与する場合においては、企業の会議室等の職場または住居に近い場所を含む。以下次号において「教室等以外の場所」という。）において履修させるもの

２．毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該授業を行う教員もしくは 指導補助者が当該授業の終了
後速やかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する
学生等の意見の交換の機会が確保されているもの

第三十二条 卒業の要件は、百二十四単位以上を修得することとのほか、大学が定めることとする。
５ 前四項又は第四十二条の十二の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとす

る。

第三条 授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、若しくはその内容をインターネットその他の高度情報通信ネットワーク（以下この項及び第九条第二項において
「インターネット等」という。）を通じて提供し、主としてこれにより学修させる授業（次項において「印刷教材等による授業」という。）、主として放送その他これに準ずるもの（インターネッ
ト等を通じて提供する映像、音声等を含む。）の視聴により学修させる授業（次項及び第六条第二項において「放送授業」という。）、大学設置基準（昭和三十一年文部科学
省令第二十八号）第二十五条第一項の方法による授業（第六条第二項及び第九条第三項において「面接授業」という。）若しくは同条第二項の方法による授業（第六条第
二項において「メディアを利用して行う授業」という。）のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

２ 印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものとする。

第六条 卒業の要件は、大学設置基準第三十二条第一項の定めるところによる。
２ 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数百二十四単位のうち三十単位以上は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。ただし、当該三十

単位のうち十単位までは、放送授業により修得した単位で代えることができる。

第九条
２ 前項の校舎等の施設の面積は、別表第二のとおりとする。ただし、通信教育学部のみを置く大学であつて、インターネット等を利用して教室以外の場所のみにおいて授業を履修

させるものについては、インターネット等を利用して行う授業の特性を踏まえた授業の設計その他の措置を当該大学が講じており、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合
は、この限りでない。
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〇大学通信教育設置基準 別表第一

学部の種類 文学関係
教育学・
保育学関
係

法学関係
経済学関
係

社会学・
社会福祉
学関係

理学関係工学関係家政関係美術関係音楽関係

収容定員
８,０００人の
場合の基幹
教員数

17 17 21 21 21 21 21 17 17 17

収容定員
１２,０００人
の場合の基
幹教員数

21 21 23 23 23 23 23 21 21 21

収容定員
１６,０００人
の場合の基
幹教員数

25 25 27 27 27 27 27 25 25 25

備考 一・二 （略）
三 収容定員が8,000人未満の場合には、収容
定員8,000人として取り扱うものとする。
四 収容定員がこの表に定める数を超える場
合は、その超える収容定員に応じて、4,000人
につき基幹教員3人の割合により算出される数
の基幹教員を増加するものとする。
五 この表に定める基幹教員数は、この表に定
める基幹教員数は、一の学部を置く大学が当
該学部を一学科で組織する場合の基幹教員数
とし、二以上の学科で組織する場合又は二以
上の学部を置く場合にあつては、共通する授
業科目を勘案して、それぞれ相当数の基幹教
員を増加し、又は減ずるものとする。
六 この表に掲げる学部以外の学部における
基幹教員数については、当該学部に類似する
この表に掲げる学部の例によるものとする。た
だし、この表によることが適当でない場合につ
いては、別に定める。

〇大学設置基準 別表第一イ（１） その他専門職学科に係るもの等は略

学部の種類 文学関係
教育学関
係・保育
学関係

法学関係
経済学関
係

社会学・
社会福祉
学関係

理学関係工学関係農学関係
獣医学関
係

薬学関係
（臨床に
係る実践
的な能力
を培うこと
を目的と
するもの）

薬学関係
（臨床に
係る実践
的な能力
を培うこと
を目的と
するもの
を除く。）

家政関係美術関係音楽関係体育関係

保健衛生
学関係
（看護学
関係）

保健衛生
学関係
（看護学
関係を除
く。）

一学科で
組織する
場合の基
幹教員数

収容定
員

320-600 320-6000 400-800 400-800 400-800 200-400 200-400 200-400 300-600 300-600 200-400 200-400 200-400 200-400 200-400 200-400 200-400

基幹教
員数

10 10 14 14 14 14 14 14 28 28 14 10 10 10 12 12 14

二以上の
学科（専
門職学科
を含む。）
で組織す
る場合の
一学科の
収容定員
並びに基
幹教員数

収容定
員

200-400 200-400 400-600 400-600 400-600 160-320 160-320 160-320 240-480 240-360 160-240 160-240 160-240 160-240 160-320 - 160-320

基幹教
員数

6 6 10 10 10 8 8 8 16 16 8 6 6 6 8 - 8

（参考）参照条文②

5-4



基幹教員の考え方



基幹教員の考え方

 基幹教員制度は、大学教育の基本的な単位である学位プログラムの編成、実
施や改善を担う教員の責任性の明確化を図るもの。

管理運営
（教授会・教務委員会等）

学部等の基本組織
※学部等連係課程実施基本組織を含む

 基幹教員

人材養成目的

ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）

カリキュラム・ポリシー（ＣＰ）

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

授
業
科
目

教育課程編成

【主要授業科目】
各大学・学部等のDPで定めた学位を取得
させるに当たり、当該学位のレベルと分野
に応じて達成すべき能力を育成するために
必要な科目群

基幹教員
以外の教員

授
業
科
目

授
業
科
目

学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
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基幹教員の定義及び必要最低教員数の算出方法について
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定員管理



 大学設置基準において、収容定員は、学科・課程を単位として、学部ごとに定めることとされている。
 収容定員の規模に応じて、教員数や校地・校舎の規模等の必要となる教育環境の水準が定められている。
 一定の定員の超過や未充足に対しては、学部・学科等の設置不認可や基盤的経費の減額等がある。

 大学院部分や通信制課程については、「適正な定員管理」自体は大学院設置基準や大学通信教育設置基準等で求められるが、
大学設置審査等に関する不認可措置は不適用（ただし、①国立大学の定員未充足の取扱い、②高等教育の修学支援新制度の
機関要件（通信制課程のみ）については適用あり）。

定員管理の取扱い

Ⅰ．定員超過の取扱い
１．大学設置審査等に関する取扱い

認可申請を行う大学の既設学部（学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科）又は短期大学若しくは高等専門学校の既設学科（学科の専攻課
程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程）の収容定員に対する学生数の割合が一定値以上の場合は、不認可。ただし、修業年限を超えて一定期間
在籍している者は以下の条件をすべて満たす場合に限り控除して算出するなど、成績管理の厳格化・明確化と両立が図られる仕組みとなっている。
① 毎年度、授業計画書を作成・公表
② GPA（グレード・ポイント・アベレージ）の公表及び適切な運用
③ 成績不振の学生への個別指導（面談、補習等）を大学等が主体的に実施

区分 大学

短期大学
高等専門
学校

大学規模
（収容定員）

4,000人以上

4,000人未満
学部規模

(入学定員) 300人以上
100人以上
300人未満

100人未満

不認可となる割合 1.05以上 1.10以上 1.15以上 1.15以上 1.15以上 1.15以上

【根拠】大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準（平成15年文部科学省告示第45号）第１条第１項第３号、同条第２項
「大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示の公布について（通知）」（令和４年９月30日付高等教育局長通知）

２．基盤的経費等に関する取扱い

（１）国立大学

学部ごとの収容定員超過率が110％以上（小規模学部（入学定員100人以下）は120％以上）の学生数分の授業料収入相当額を、中期目標期間終了

時に国庫納付。ただし、留学生（国費留学生、外国政府派遣留学生、交流協定に基づく私費留学生、留学生のための特別コースに在籍する私費留学生
）、休学者、２年以内の留年者（ただし全科目で学修目標、授業方法・計画、成績評価基準の明示、成績評価にGPA制度を導入、成績不振の学生への個
別指導（面談、補習等）を行うことが要件。）は学生数から控除される。

【根拠】「令和5年度以降の国立大学の学部における定員超過の抑制について」（令和５年2月3日付高等教育局長通知） 7-1



（２）私立大学（高等専門学校を含む）

収容定員充足率（大学全体、学部等ごと、それぞれで算定）が一定の基準を超過した場合は、私立大学等経常費補助金が不交付となる。不交付とな
らない場合であっても、収容定員充足率（学部等ごとに算定）に応じて増減。ただし、２年以内の留年者（授業方法・計画、成績評価基準の明示、GPA制
度の導入、成績不振の学生への個別指導（面談、補習等）を大学で実施していることが要件）等は学生数から除外される。なお、大学院部分や通信制
課程については、基礎となる学部の収容定員充足率に応じて配分する。
※大学院大学・通信制大学は、当該研究科・学部の収容定員充足率に応じて配分。

※令和５年度から令和６年度にかけては経過措置を設けており、上記は令和７年度の基準。医歯学部については、別途設定。

＜学部ごとの収容定員充足率による措置＞

定員規模
(収容定員)

8,000人以上 4,000人以上
8,000人未満

4,000人未満

充
足
率

100％ ＋９％
101～102％ ＋６％
103～104％ ＋３％
105～106％ ±０％
107～109％ ▲６%
110～112％ 不交付 ▲９％
113～116％ 〃 ▲13％
117～119％ 〃 ▲17％

120％ 〃 不交付 ▲17％
121～124％ 〃 〃 ▲21％
125～128％ 〃 〃 ▲25％

129％ 〃 〃 ▲29％
130％～ 〃 〃 不交付

定員規模
(収容定員) 8,000人以上 4,000人以上

8,000人未満 4,000人未満
超過率 1.10倍以上 1.20倍以上 1.30倍以上

＜大学全体の収容定員充足率による不交付措置＞

【根拠】私立学校振興助成法（昭和50年法律第61号）第５条第２号、第６条
 私立大学等経常費補助金交付要綱等
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（３）国公私共通

大学教育再生戦略推進費事業について、全学又は学部単位の収容定員に対する学生数の割合が一定値以上の場合は、申請資格を有しない。

区分 大学

短期大学 高等専門学校
大学規模

（収容定員） 4,000人以上
4,000人未満学部規模※2

(入学定員) 300人以上 100人以上
300人未満 100人未満

令和6年度
収容定員充足率 1.05未満 1.10未満 1.15未満※ 1.15未満 1.15未満 1.15未満

※1大学規模（収容定員）が8,000人以上の場合は「1.15倍未満」を「1.10倍未満」と読み替える。
※2全学の収容定員充足率においては、「学部規模（入学定員）」は「学部規模（設置する学部の平均入学定員）」と読み替える。

【根拠】大学教育再生戦略推進費公募要領
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Ⅱ．定員未充足の取扱い

１．大学設置審査等に関する取扱い

（１）大学設置審査

認可申請を行う大学の既設学部（学部の学科ごとに修業年限が異なる場合は学科）又は短期大学若しくは高等専門学校の既設学科（学科の専攻課
程ごとに修業年限が異なる場合は専攻課程）の収容定員に対する学生数の割合が５割を上回らない場合は不認可（令和７年度学部等設置から適用）。

【根拠】学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準（平成19年文部科学省告示第41号）第２の５（２）関係

大学の設置等の際に、学生納付金の単価や学生数が、学生確保の見通しの観点（育成しようとする人材の長期的な需要の動向、競合校の分析、既
設大学等の充足状況、学生募集に関する取組等）から合理的に算定されているかを審査し、経常経費の資金計画の財源となる学生納付金収入が確実
に収納される見込みがあると判断できない場合は不認可（令和７年度大学等設置から適用）。

【根拠】学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準（平成19年文部科学省告示第41号）第１の３（５）関係

（２）寄附行為（変更）認可審査

申請する学校法人が設置する全ての既設大学等の学部単位（学部の学科ごとに修業年限が異なる場合及び短期大学・高等専門学校の場合は学科
単位）の収容定員に対する学生数の割合が５割を上回らない場合は不認可（令和８年度大学等設置から適用）。

【根拠】大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準（平成15年文部科学省告示第45号）第１条第１項第４号

２．基盤的経費等に関する取扱い

（１）国立大学

学部、研究科ごとに収容定員充足率が90％未満（小規模学部（収容定員400人以下）、小規模研究科（収容定員30人以下）は80％未満）の場合、未充足の学生

数分の受入に要する経費措置分を中期目標期間終了時に国庫納付する。

【根拠】「剰余金の翌事業年度への繰り越しに係る文部科学大臣の承認等について」の一部改正について（令和４年３月23日付高等教育局長通知）
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（２）私立大学（高等専門学校を含む）

a）私立大学等経常費補助金

収容定員充足率（学部等ごとに算定）の割合に応じて、私立大学等経常費補助金が減額・不交付となる。なお、大学院部分や通信制課程については、
基礎となる学部の収容定員充足率に応じて配分する。
※大学院大学・通信制大学は、当該研究科・学部の収容定員充足率に応じて配分。

【根拠】私立学校振興助成法（昭和50年法律第61号）第５条第３号、第6条
 私立大学等経常費補助金交付要綱等

充足率 99～98％ 97～95％ 94～90％ 89％ 88％ … 56％ 55～51％ 50％以下

増減率 ＋6％ ＋3％ ±0％ ▲13％ ▲14％ … ▲48％ ▲50％ 不交付

b）高等教育の修学支援新制度

以下のいずれにも該当する場合には対象機関としないよう機関要件を設定しており、その一つに収容定員充足率に関するものである。
① 直前３年度全ての収支計算書の「経常収支差額」がマイナス
② 直前年度の貸借対照表の「運用資産―外部負債」がマイナス
③ 直近３年度全ての在籍学生数が収容定員の８割未満

令和６年度から、③直近３年度全ての在籍学生数が収容定員の８割未満（専門学校の場合は５割未満）に該当する場合は、①、②に該当しない場合で
あっても、対象機関としないこととするよう機関要件を厳格化する予定。ただし、専門学校については地域の経済社会にとって重要な専門人材の育成に
貢献していると都道府県知事等が認める場合に、確認取消しを猶予するとしており、大学・短大・高専においても同様の考え方に基づき、定員割れがあっ
たとしても質の高い教育を行う大学等が対象校となるよう、直近の収容定員充足率が５割未満に該当しない場合であって、直近の進学・就職率が９割を
超える場合は、確認取消を猶予することとしている。

【根拠】大学等における修学の支援に関する法律施行規則（令和元年文部科学省令第６号）第３条第２号ハ

（３）国公私共通

a）大学教育再生戦略推進費

直近の修業年限期間中、連続して以下の一定の基準を満たしていない場合は、申請資格を有しない。また、全学の収容定員充足率（設置する学部の
在籍者数の和／設置する学部の収容定員の和）が、５割を上回らない場合は、申請資格を有しない。

区分 学士課程（全学部） 短期大学（全学科） 高等専門学校（全学科）
収容定員充足率 70％未満 70％未満 70％未満
【根拠】大学教育再生戦略推進費公募要領

b）大学・高専機能強化支援事業（支援１） ※国立大学及び短大・高専は対象外

大学の総収容定員充足率が計画の対象となる学部等の設置等に係る設置認可申請又は届出までに80％を満たさない場合は、申請要件を満たさない。

※医歯学部については、別途設定。
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教学マネジメント指針



「教学マネジメント指針」 の概要

取り組み 概要
Ⅰ 「三つの方針」を通じ

た学修目標の具体化
 学生の学修目標及び卒業生に最低限備わっている能力の保証として機能するよう、ＤＰを具体的かつ明確に設定

Ⅱ 授業科目・教育課程  
の編成・実施

 明確な到達目標を有する個々の授業科目が学位プログラムを支える構造となるよう、体系的・組織的に教育課程を編成
 授業科目の過不足、各授業科目の相互関係、履修順序や履修要件について検証が必要
 密度の濃い主体的な学修を可能とする前提として、授業科目の精選・統合のみならず、同時に履修する授業科目数の絞り込みが
求められる

追
補

「入学者受け入れの 
方針」に基づく大学入 
学者選抜の実施

 入学段階で身に付けていることが求められる資質・能力等や、評価・判定の方法・基準について、「入学者受入れの方針」に具体的
に示す

 入学者選抜が求める学生を適切に見いだすものとなっていたか、点検・評価を実施し、その結果を踏まえてAP等の見直しを実施

Ⅲ 学修成果・教育成果 
の把握・可視化

 一人一人の学生が自らの学修成果を自覚し、エビデンスと共に説明できるようにするとともに、DPの見直しを含む教育改善にもつなげ
てゆくため、複数の情報を組み合わせて多元的に学修成果・教育成果を把握・可視化

 大学教育の質保証の根幹、学修成果・教育成果の把握・可視化の前提として成績評価の信頼性を確保

Ⅳ 教学マネジメントを支
える基盤

 DPに沿った学修者本位の教育を提供するために必要な望ましい教職員像を定義
 対象者の役職・経験に応じた適切かつ最適なＦＤ・ＳＤを、教育改善活動としても位置付け、組織的かつ体系的に実施
 教学マネジメントの基礎となる情報収集基盤である教学ＩＲの学内理解や、必要な制度整備・人材育成を促進

Ⅴ 情報公表  各大学が学修者本位の観点から教育を充実する上で、学修成果・教育成果を自発的・積極的に公表していくことが必要
 地域社会や産業界、大学進学者といった社会からの評価を通じた大学教育の質の向上を図る上でも情報公表は重要

２．「教学マネジメント指針」 の概要

 教学マネジメントの定義は、「大学がその教育目的を達成するために行う（大学全体レベル、学位プログラムレベル、授業科目レベルでの）管理運営」
 各大学は、自ら設定した「三つの方針」に基づく教育について、その成果を評価するための質的水準や具体的な実施方法などを定めた方針を策定・

活用し、自己点検・評価を実施した上で、教育の改善・改革につなげることが重要。教育の改善・改革のためのPDCAサイクルは、大学全体、学位プ
ログラム、個々の授業科目のそれぞれの単位で有効に機能していることが必要。

１．教学マネジメントとは

（FD・SD、教学IR）

                      ・ 大学全体で厳格な成績評価の実施
・ GPAの信頼性の確保のため算定方法や分布状況を公表
・ 大学としての考え方を内外に示す
・ 可視化に用いる情報の自主的な策定・開発
・ 教育改善を進める全学的な組織の整備

【学位プログラムレベル】
・ 複数教員分担による科目の成績評価の平準化
・ 成績評価が意図通りか点検  ・ GPAを多様な用途で活用
・ 学生の成長実感などの情報も組み合わせた包括的な資質・能力評価
・ 様々な情報の組み合わせによるDPの達成状況の評価・適切な学生へのFB

【授業科目レベル】
・ 各科目で厳格かつ公正で透明な成績評価
・ 成績評価結果等の分布を踏まえた授業改善
・ 重点科目の評価設計は学位プログラム全体で
通用する評価とする

【大学全体レベル】

８-1



認証評価



認証評価制度の概要

文部科学大臣

適合又は不適合
＋

優れた点や改善すべき点

㈠大学の自己点検・評価の分析
㈡実地調査
㈢ステークホルダーへの意見聴取

社
会
メディア

認証評価の受審
（大学が機関を選択）

1

評価結果の 通知
2

評価結果
の 公表

2

社会的評価
3

評価結果
の 報告

2

報告又は資料の
要求（R2.4施行）

3
報告又は資料の提
出（R2.4施行）

４
法令違反等の場合は段
階的対応（勧告・変更命
令・廃止命令）（学校教育
法第15条）

5

認証評価機関
国が定める大枠（※1）に基づき自ら大学評価基準を定める

不適合の大学
（※2）

NG NG
OK

大
学

評価結果を踏まえて自ら改善を図る

• 大学は、教育研究等の状況について自己点検・評価を行い公表する義務を負う（学校教育法第109条第１項）。
• 大学は、当該大学の教育研究の総合的な状況について、大臣認証を受けた第三者機関（認証評価機関）による評価（いわゆる機関別認
証評価・７年以内毎に受審）を受ける義務を負う（学校教育法第109条第２項）。

• 専門職大学等又は専門職大学院を置く大学は、上記の評価に加え、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程、教員組織その他教
育研究活動の状況について、認証評価（いわゆる分野別認証評価・５年以内毎に受審）を受ける義務を負う。

OKOKOK

再評価申請

6
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認証評価機関名 評価の対象 認証日

公益財団法人 大学基準協会

独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構

公益財団法人 日本高等教育評価機構

一般財団法人 大学教育質保証・評価センター

一般財団法人 大学・短期大学基準協会

大学 平成１６年８月３１日

平成１７年１月１４日

平成１７年７月１２日

令和元年８月２１日

令和２年３月３０日

一般財団法人 大学・短期大学基準協会

公益財団法人 大学基準協会

公益財団法人 日本高等教育評価機構

短期大学 平成１７年１月１４日

平成１９年１月２５日

平成２１年９月４日

独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 高等専門学校 平成１７年７月１２日

１．機関別認証評価機関

認証評価機関一覧（令和７年２月現在）
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認証評価機関名 評価の対象分野 認証日

公益財団法人 日弁連法務研究財団
独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構
公益財団法人 大学基準協会

法科大学院 平成１６年８月３１日
平成１７年１月１４日
平成１９年２月１６日

一般社団法人 ABEST21 International 経営（経営管理，技術経営，ファイナンス，経営情報） 平成１９年１０月１２日

公益財団法人 大学基準協会 経営（経営学，経営管理，国際経営，会計，ファイナンス，技術経営） 平成２０年４月８日

特定非営利活動法人 国際会計教育協会 会計 平成１９年１０月１２日

一般財団法人 日本助産評価機構 助産 平成２０年４月８日

公益財団法人 日本臨床心理士資格認定協会 臨床心理 平成２１年９月４日

公益財団法人 大学基準協会 公共政策 平成２２年３月３１日

公益財団法人 日本高等教育評価機構 ファッション・ビジネス 平成２２年３月３１日

一般財団法人 教員養成評価機構 教職大学院，学校教育 平成２２年３月３１日

一般社団法人 日本技術者教育認定機構 情報，創造技術，組込み技術，原子力 平成２２年３月３１日

公益財団法人 大学基準協会 公衆衛生 平成２３年７月４日

一般社団法人 ABEST21 International
公益財団法人 大学基準協会

知的財産 平成２３年１０月３１日
平成２４年３月２９日

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 ビューティビジネス 平成２４年７月３１日

公益社団法人 日本造園学会 環境・造園 平成２４年７月３１日

公益財団法人 大学基準協会 グローバル・コミュニケーション 平成２８年３月２９日

一般社団法人 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 社会福祉 平成２９年２月２日

公益財団法人 大学基準協会 デジタル・コンテンツ系 平成２９年８月２４日

公益財団法人 大学基準協会 グローバル法務 令和元年１１月１５日

公益財団法人 大学基準協会 広報・情報 令和２年３月３０日

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 教育実践 令和３年５月１０日

２．分野別認証評価機関（計 １４機関（実数））

（１）専門職大学院（計 １３機関（実数））
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（２）専門職大学・専門職短期大学（計 ２機関（実数））

認証評価機関名 評価の対象分野 認証日

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 リハビリテーション（専門職大学） 令和５年１１月６日

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 ファッションビジネス（専門職大学） 令和５年１１月６日

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 動物ケア（専門職短期大学） 令和５年１１月６日

特定非営利活動法人職業教育評価機構 経営情報ビジネス（専門職大学） 令和６年３月２９日

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 経営ビジネス（専門職大学） 令和７年１月３１日

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 情報工学（専門職大学） 令和７年１月３１日

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 農林環境（専門職大学） 令和７年１月３１日

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 アニメ・マンガ（専門職大学） 令和７年１月３１日

一般社団法人 専門職高等教育質保証機構 農林環境（専門職短期大学） 令和７年１月３１日
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認証評価の実施状況

実施年度 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 R2 R3 R4 R5 R6 合計
実施校数（※１） 34 83 136 205 177 232 270 57 97 150 220 210 228 204 56 106 152 227 213 200 189 3,446

評価結果
適 合 32 83 135 200 167 224 242 54 93 145 217 200 219 194 53 105 150 224 212 196 184 3,329
保 留 2 0 1 5 10 8 25 3 2 2 1 9 6 5 3 0 0 0 0 0 0 82
不適合 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 2 1 3 5 0 1 2 3 1 4 5 34

再（追）評価
（※２）

適 合 0 0 0 1 0 1 8 11 6 10 4 4 4 5 6 4 ９ 1 1 0 0 75
不適合 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 0 0 0 0 1 3 １ 1 0 0 0 14

実施年度 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 R2 R3 R4 R5 R6 合計
実施校数 0 0 2 22 44 7 0 3 20 37 7 1 2 13 23 1 1 2 11 20 1 217

評価結果
適 合 0 0 2 17 27 5 0 3 19 30 4 1 2 10 20 1 1 2 10 20 1 175
保 留 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不適合 0 0 0 5 17 2 0 0 1 7 3 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 42

再（追）評価
（※３）

適 合 0 0 0 0 3 6 8 2 0 0 3 4 0 0 0 1 1 0 0 1 0 29
不適合 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

実施年度 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 R2 R3 R4 R5 R6 合計
実施専攻数 0 0 0 0 20 14 22 15 13 33 18 28 11 17 37 26 27 22 18 38 32 391

評価結果
適 合 0 0 0 0 19 13 21 15 11 33 16 26 11 17 36 25 27 22 18 38 32 380
保 留 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
不適合 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10

再（追）評価
（※４）

適 合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
不適合 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

機関別認証評価実施数（大学・短期大学・高等専門学校）

法科大学院認証評価実施数

分野別認証評価実施数（法科大学院を除く。）

（※１）H24年度において、認証評価結果の取消があることから、実施校数と評価結果の合計数が異なる。
（※２）再（追）評価については、過年度に保留又は不適合の評価結果を受けた大学その他改善が必要とされる事項を指摘された大学のうち、再度の評価を希望する大学が受審している。

第３サイクル第２サイクル第１サイクル

（※３）再（追）評価については、過年度に保留又は不適合の評価結果を受けた大学その他改善が必要とされる事項を指摘された大学のうち、再度の評価を希望する大学が受審している。

（※４）再（追）評価については、過年度に保留又は不適合の評価結果を受けた大学その他改善が必要とされる事項を指摘された大学のうち、再度の評価を希望する大学が受審している。
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認証評価結果の活用例

【認証評価結果を踏まえた対応の現状】

● 大学教育再生戦略推進費における「申請資格」
⇒ 平成27年度から、「不適合」の判定を受けていないことを各事業共通の申請資格としている。

参考：「認証評価制度の充実に向けて（審議まとめ）」（平成28年３月18日）より抜粋

大学の優れた取組を重点的に支援する補助金（「大学教育再生戦略推進費」等）について、優れた取組を行う大学の基礎的要件として必要な大学
の教育研究活動の質が担保されているべきであることから、認証評価において「不適合」の判定を受けていないことを事業の申請要件とするなどの
活用について、今後検討していくことが期待される。

● 国立大学法人の中期目標期間における業務の実績に関する評価
⇒ 国立大学法人評価委員会が、国立大学法人に係る教育研究評価を（独）大学改革支援・学位授与機構に要請するに当たっては、認証

評価の結果を踏まえて当該評価を行うよう要請するものとされている。【国立大学法人法第31条の３第２項】

● 公立大学法人に関する地方独立行政法人評価
⇒ 中期目標期間終了時評価等において、認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとされている。【地方独立

行政法人法第79 条】

● 学校法人の事業計画並びに事業に関する中期的な計画の作成
⇒ 文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、事業計画及び中期的な計画を作成するに当たっては、認証評価の結果を踏まえて作成しな

ければならないとされている。【私立学校法第148条第4項】

（参考）

認証評価は大学の教育研究水準の向上に資するよう、複数の認証評価機関が自ら定める大学評価基準に従ってそれぞれ実施するものであるため、基盤的
経費への配分に関しては直ちにその結果を活用する仕組みとすることは難しい。

参考：平成31年4月3日 衆・文部科学委員会議事録より（政府参考人答弁抜粋）

認証評価につきましては、その結果について行政処分又は直接的な資源配分に結びつける仕組みとはなっていない。それは、認証評価というのは、文部科学省
令に規定している大枠を踏まえた上で各認証評価機関が独自に定める評価基準で行っておりますので、その認証評価の結果を国立大学運営費交付金や私学助
成の配分に直接活用することは困難であるということでございます。
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情報公表



大学の情報公表に関する制度の経緯①

平成１１年 大学設置基準の改正
・大学における教育研究活動等の状況について積極的に提供する義務を規定
（第２条）

平成１６年 国立大学法人法
・中期目標・中期計画の作成・法人評価の実施を制度化
・財務情報等の公開義務を規定（独立行政法人通則法第３８条を準用）

平成１６年 地方独立行政法人法
・中期目標・中期計画の作成・法人評価の実施を制度化
・公立大学法人を含む地方独立行政法人の財務情報等の公開義務を規定（第３４条）

平成１６年 学校教育法の改正
・自己点検・評価の公表を義務化（第１０９条）
・認証評価制度の施行

平成１７年 私立学校法の改正
・財務情報等の公開義務を規定（第４７条）

平成１９年 大学院設置基準の改正（平成２０年に大学設置基準でも同様の内容を規定）
・人材養成目的の公表、シラバス・成績評価基準の明示を規定

（第２条の２、第２５条の２）

平成１９年 学校教育法の改正
・教育研究活動の状況の公表に関する義務について法律レベルで規定（第１１３条） 10-１



大学の情報公表に関する制度の経緯②

平成２３年 学校教育法施行規則等の改正
・各大学が公表すべき教育情報を具体的に明確化（第１７２条の２）
・認証評価の細目省令に情報公表への取組状況について認証評価の対象に位置づけ

平成２８年 学校教育法施行規則等の改正
・３つのポリシーの公表の義務化（第１７２条の２第１項）

平成２９年 学校教育法施行規則等の改正
・専門職大学等及び専門職大学院を置く大学における専門性が求められる職業に就いている者、
当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況の公表の義務化（第１７２条
の２第２項）

令和元年 学校教育法施行規則等の改正
・学位論文に係る評価に当たっての基準の公表の義務化（第１７２条の２第３項）

令和６年 学校教育法施行規則等の改正
・各大学等が公表することが必要な情報として、「入学者の選抜に関すること」及び

「外国人留学生の数」を追加（第１７２条の２第１項）
・大学院を置く大学が公表することが必要な情報として、「研究科、専攻又は学生の履修 上の

区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合そ
の他学位取得の状況に関すること」を追加（第１７２条の２第３項）

※ このほか、教学マネジメント指針において、大学における学修成果や教育成果等に関する公表すべき情報の内容・
公表 すべき方法を具体的に記載することで大学の情報公表を促すと共に、令和元年に策定された大学等における修
学の支援に関する法律施行規則において、機関要件確認に関する情報を公開を求めている。
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●各大学が公表すべき教育情報を具体的に規定 （平成23年、平成28年、平成29年、令和元年、令和６年）
【学校教育法施行規則】
第百七十二条の二 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。
一 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること（※後段は３つのポリシー策定義務化に伴う追加（平成28年））
二 教育研究上の基本組織に関すること
三 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
四 入学者の選抜に関すること （※入学者選抜、外国人留学生数及び大学院の学位授与の状況の公表の推進に伴う追加（令和６年））
五 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数、進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること。

（※入学者選抜、外国人留学生数及び大学院の学位授与の状況の公表の推進に伴う追加（令和６年））
六 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画（大学設置基準第十九条の二第一項（大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む。）、専門職大学設置基準第十一条

第一項、専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目
（次号において「連携開設科目」という。）に係るものを含む。）に関すること。

七 学修の成果に係る評価（連携開設科目に係るものを含む。）及び卒業又は修了の認定に当たつての基準に関すること
八 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
九 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
十 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

２ 専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項のほか、学校教育法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百八条第五項の規定による専門性が求められる職業に就
いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況についての情報を公表するものとする。（※専門職大学設置基準の制定に伴う追加（平成29年））
３ 大学院（第二号については、専門職大学院を除く。）を置く大学は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についての情報を公表するものとする。
一 研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること。（※入学者選抜、外国人留学生数及び大

学院の学位授与の状況の公表の推進に伴う追加（令和６年））
二 大学院設置基準第十四条の二第二項に規定する学位論文に係る評価に当たつての基準に関すること（※大学院における３つのポリシー策定義務化に伴う追加（令和元年））

４ 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。
５ 前各項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によつて行うものとする。

●情報公表への取組状況を認証評価における評価の対象に位置付け（平成23年）
【学校教育法第１１０条第２項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令】
第一条 学校教育法 （略）第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。

一 大学評価基準が、法及び学校教育法施行規則 （略）並びに大学（（略））に係るものにあっては大学設置基準 （略）に、それぞれ適合していること。
二～六 （略）

２ 前項に定めるもののほか、法第百九条第二項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条
第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
一 大学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
イ～ホ （略）
ヘ 教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること。
ト～リ （略）

【学校教育法】
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。

●教育研究活動の状況の公表に関する義務について法律レベルで規定 (平成19年）

●大学における教育研究活動等の状況について積極的に情報提供する義務を規定（平成11年）
【大学設置基準】（当時） 
第二条の二 大学は、当該大学における教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって積極的に情報を提供するも
のとする。 （※平成22年に条削除、平成23年に学校教育法施行規則第172条の２を新設）

大学の教育研究活動等に関する情報公表制度等
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情報公表を促す制度・指針等について

項目

大学が公表すべき
教育情報

（学校教育法施行規則
第172条の2 ）

高等教育の修学支援新制度
機関要件

（大学等における修学の支援に
関する法律施行規則第2条）

大学ポートレート 教学マネジメント指針

基本情報
 大学の教育研究上の目的 ex)大学の教育研究上の目的、３つのポリシー
 教育研究上の基本組織 ex)学部、研究科の名称

―

教育情報

 教員 ex)教員組織、教員数、各教員の学位及び業績
 学生 ex)入学者数、収容定員、学生数、留学生数
 進学及び就職 ex)卒業者数、修了者数、進学者数、就職者数、進学及び就職等の状況、

入学者選抜
 教育課程 ex)授業科目、授業の方法及び内容、シラバス、学修の成果に係る評価
 キャンパス ex)校地、校舎等の施設及び設備、学生の教育研究環境
 費用 ex)授業料、入学料
 学生支援 ex)修学支援、就職・進路選択支援、心身の健康等に係る支援

 「卒業認定・学位授与の方
針」に定められた学修目標の
達成状況を明らかにするため
の学修成果・教育成果に関す
る情報例
ex)学生の成長実感・満足度、
修業年限期間内に卒業する学
生の割合、アセスメントテス
トの結果、語学力検定等の学
外試験のスコア

 学修成果・教育成果を保証す
る条件に関する情報例
ex)教員一人あたりの学生数、
履修単位の登録上限設定の状
況、ＧＰＡの活用状況、教学
ＩＲの整備状況

【任意項目】
 学修成果・教育成果に関す

る情報例
ex)修業年限期間内に卒業す
る学生の割合、学生の満足
度、学修に対する意欲

 学修成果・教育成果を保証
する条件に関する情報例
ex)ＧＰＡ制度の採用・活用
状況、履修単位の登録上限
設定の状況、認証評価の結
果

 特色
ex)学部・研究科等の特色、
生涯教育（私学版）、社会
貢献（私学版）

 入試
ex)入試情報、転学編入学

 取得可能な資格
 課外活動
ex)クラブ活動の状況、
ボランティア活動の状況

など

財務情報 ―
 収支計算書、貸借対照表な

どの財務諸表等
 財務諸表等（国公立版） ―

その他 ―

 自己点検・評価の結果
 設置者の役員の氏名が記載

された名簿
【任意項目】
 事業計画 など

 評価結果（認証評価及び自
己点検評価の結果）

 高等教育の修学支援新制度
―
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大学ポートレートで発信している主な大学情報

各大学の情報提供の負担軽減
【評価機関等】

国内外への情報発信
【大学進学希望者等】教育情報の活用による

大学活動状況の把握・分析
【大学】

データベースを用いた大学の教育情報の活用・公表のための共通的な仕組みを構築。
○大学の多様な教育活動の状況を、国内外の様々な者にわかりやすく発信。
→ 大学のアカウンタビリティの強化、進学希望者の適切な進路選択支援、我が国の高等教育機関の国際的信頼性の向上
○大学が自らの活動状況を把握・分析するために教育情報を活用。
→ エビデンスに基づく学内のPDCAサイクルの強化による大学教育の質的転換の加速、外部評価による質保証システムの強化
○基礎的な情報について共通的な公表の仕組みを構築し、各種調査等への対応に係る大学の負担軽減。
→ 大学運営の効率性の向上

【大学単位で公表する情報】
・大学の基本情報
・大学の教育研究上の目的等
・大学の特色等
・教育研究上の基本組織
・キャンパス
・評価結果
・学生支援（修学支援、就職・進路選択支援等）
・課外活動

【学部・研究科等の単位で公表する情報】
・教育研究上の目的と３つの方針
・学部・研究科等の特色
・教育課程（取得可能な学位、学問分野、学修の成果に係る評価等）
・資格
・入試（入学者数、入試方法等）
・教員（教員組織、教員数、教員の有する学位・業績等）
・学生（収容定員、学生数等）
・キャンパス
・費用及び経済的支援（授業料等、奨学金、授業料減免等）
・進路（卒業・修了者数、進学者数・就職者数等）

概要・趣旨

大学ポートレート

（独）大学改革支援・学位授与機構に置かれる「大学ポートレート・大学情報基盤センター」が日本私立学校振興・共済事業団と連携・協力し
て、平成２７年３月より大学ポートレートによる国公私立大学の大学情報を発信。（https://portraits.niad.ac.jp/）

大学ポートレートについて
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趣 旨

 生成AIを含むAIの利活用は、経済社会を前向きに変えるポテンシャルがある一方、懸念やリスクも指摘されており、バランスを取りな
がら進めていく必要

 大学・高専における生成AIの教学面の取扱いは、具体的に行われている教育の実態に応じて対応を検討することが重要であり、
各大学・高専において、学生や教職員等に向けて適切に指針等を示すなどの対応を行うことが望ましい

 その際、生成AIに関する技術の進展や指針等の運用状況などに応じ、対応を適宜見直していくことが重要

文部科学省において、各大学・高専の対応の参考となるよう、各大学等の指針や有識者の見解等を踏まえ、生成AIに関して利活用が想定される
場面例や留意すべき観点等を取りまとめ

活用が想定される場面例

留意すべき観点

○ 学生による主体的な学びの補助・支援（ブレインストーミング、論点の洗い出し、情報収集、文章校正、翻訳やプログラミングの補助等）
○ 学生が生成AIを使いこなすための教育（生成AIの原理の理解、プロンプト（質問・作業指示）に関する工夫や出力の検証、生成AIの技術的

限界の体験等）
○ 教員による教材開発等への利活用や、効果的・効率的な事務運営

○ 生成AIと学修活動との関係性、成績評価
大学・高専における学修は学生が主体的に学ぶことが本質であり、生成AIの出力をそのまま用いてレポート等を作成することは一般に不適切と考

えられること。適切に学修成果を評価するため、生成AIを利活用したことの明記、小テストや口述試験の併用等の工夫も有効と考えられること等
○ 生成AIの技術的限界

生成された内容に虚偽やバイアスが含まれている可能性があること、内容の確認・裏付けを行う必要があること
○ 機密情報や個人情報の流出・漏洩の可能性

生成AIへの入力を通じ、機密情報や個人情報が意図せず流出する可能性があるため、安易に入力することは避けること等
○ 著作権との関係性

他人の著作物について、著作権法に定める権利の対象となる利用を行う場合には、原則として著作権者の許諾が必要となること。AIを利用して
生成した文章等の利用により、既存の著作物に係る権利を侵害することのないよう留意する必要があること等

○ AI等に関する基礎的な知識等の理解
生成AIを含むAIの利活用に当たっては、大学・高専の学生等が、最新の動向、 AIの普及による可能性とリスク、倫理面やデータリテラシー等を

含むデジタル化社会に対応するための基礎的な知識・能力等について理解・習得することが重要であること等

大学・高専における生成AIの教学面の取扱いについて【概要】（令和5年7月13日事務連絡）
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大学・高専における生成AIの教学面の取扱いについて（令和5年7月13日事務連絡 別紙 ①）
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大学・高専における生成AIの教学面の取扱いについて（令和5年7月13日事務連絡 別紙 ②）
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基礎データ



高等教育機関の数及び学生数

令和6年5月1日現在の高等教育機関の総数は1,168校、学生数は約324.6万人（いずれも専修学校（専門課程）を除く）。

● 高等教育機関の数 ● 学生数

区 分 計
専修学校
（専門課程）大学

短期
大学

高等
専門
学校

うち大学院
を置く大学

計
1,168 813 663 297 58 2,676

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

国 立
137 86 86 0 51 8

11.7% 10.6% 13.0% 0.0% 87.9% 0.3%

公 立
121 103 91 15 3 176

10.4% 12.7% 13.7% 5.1% 5.2% 6.6%

私 立
910 624 486 282 4 2,492

77.9% 76.8% 73.3% 94.9% 6.9% 93.1%

（令和6年5月1日現在）

区 分 計
専修学校
（専門課程）大学院 小計

通信
教育

大学
（学部）

短期
大学
（本科）

高等専門
学校（4･5
年次）

計
3,245,634 271,639 2,723,694 2,628,310 74,732 20,652 250,301 558,255

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

国 立
608,268 156,235 452,033 433,387 0 18,646 215

18.7% 57.5% 16.6% 16.5% 0.0% 90.3% 0.0%

公 立
171,747 17,933 153,814 147,654 4,772 1,388 20,549

5.3% 6.6% 5.6% 5.6% 6.4% 6.7% 3.7%

私 立
2,465,619 97,471 2,117,847 2,047,269 69,960 618 250,301 537,491

76.0% 35.9% 77.8% 77.9% 93.6% 3.0% 100.0% 96.3%

（令和6年5月1日現在）

（注１）通信教育のみを行う大学（私立6校（放送大学含む））及び
短大（私立2校）を除く。

（注２）学生募集停止をしている機関を含む。

（注１）学生数には、「専攻科」、「別科」、「その他」の学生を含まない。
（注２）上記には、放送大学学園立の学生を含む。

（出典）文部科学省「学校基本統計」（令和6年度）より作成。 Ⅰ-1



高等教育機関の入学者数等

推計値

人数 割合（人数／合計）

大学（計） 62万8,766人 59.1％

国立大学 9万9,386人 9.3％

公立大学 3万5,814人 3.4％

私立大学 49万3,566人 46.4％

短大 3万3,477人 3.2％

高専 1万436人 1.0％

専門学校 25万5,391人 24.0％

上記以外の者

（未進学者）
13万5,381人 12.7％

合計 106万3,451人 100％

【出典】文部科学省「学校基本統計」

（令和６年５月１日現在）
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国立
8,609 
40％

公立
789 
4％

私立
12,855 

56％

（出典）文部科学省「学校基本統計」（令和6年度）より作成。

国立
86

11％ 公立
103
12％

私立
624
77％

学校数
●合計813校

国立
433,387 

17％
公立

147,654 
5％

私立
2,047,269 

78％

学生数

国立
94,873 

58％
公立

11,535 
7％

私立
65,261 

36％

学士課程
●合計262万8,310人

国立
52,753 

68％

公立
5,609 

7％

私立
19,355 

25％

修士課程
●合計17万1,669人

専門職学位課程
●合計2万2,253人

博士課程
●合計7万7,717人

国公私立大学学生数（学部、修士、博士）

 我が国の学校数は813校（うち、私立624校（76.8％））であり、学部学生数は約263万人（うち、私立約205万人（78％））。
 修士課程・博士課程の学生数は、国立が占める割合が高い。
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【大学数（国公私立）】

73 74 74 75 75 75 75 75 76 78 81 83 88 87 92 93 93 95 95 95 95 95 95 95 96 96 97 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 100 87 87 87 87 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86

35 37 39 35 34 33 33 33 33 33 34 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 36 37 38 39 39 39 41 46 48 52 53 57 61 66 72 74 75 76 
80 86 89 89 90 92 95 95 92 90 92 89 91 90 93 93 94 98 101 102 103

209
235

256 267 270 274 281 290 296 299 305 307 310 313 318 319 324 326 328 331 331 334 342 357 364 372 378 384 390
406 415 425 431

444
457

478
496

512 
526 542 

553 
568 580 589 595 597 599 605 606 603 604 600 604 603 607 615 619 620 622 624

28

24

23 23 22 22 23
24 25 26

31 31 32 34
34 35 35 36 36 37 37 37

38
40

41 41 41 39
37

36
36

33 29
25

23

20
19

16 
13 12 

10 
8 2 

2 2 

0

40

39

41
43 43 43 43

44 45 47
48 47

48 49
49 50 52 51 51 51 51 52

53
54

53 54 54 53
56

56
60

63 62
60

59

55
51

50 
49 45 

42 
40 34 29 26 26 24 22 19 18 18 17 17 17 17

17 14 14 15 15

301

350

387
402 408 414

420
423

430
432

434 433
435 436

435 432
436 439 445 448 455 459

470

477
490

498 497 499
502

501
500

502 504
503

503
497

489 475 463 451 436 420 
398 386 378 369 363 350 

340 334 328 324 320 314 309 306 301 295 288 282

686 

759 

820 

845 852 
861 

875 
889 

905 
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933 934 
946 952 

961 963 
974 981 989 996 1,003 

1,013 

1,035 

1,061 

1,083 
1,100 1,106 1,114 

1,129 
1,145 

1,161 
1,174 1,181 

1,192 
1,207 

1,221 1,228 1,227 1,227 
1,217 1,214 1,212 

1,190 1,182 1,179 1,173 1,167 
1,155 

1,141 1,133 1,125 1,118 1,117 1,113 1,112 1,118 1,118 1,116 1,113 1,110 

0

200
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800

1000

1200

S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5 R6

私立（短大）

公立（短大）

国立（短大）

私立（大学）

公立（大学）

国立（大学）

（校）

※学生募集停止の学校も含む。
※通信教育課程のみ置く学校は含まない。

20102000199019801970

（出典）文部科学省「学校基本統計」

2020

大学・短期大学数の推移

 近年の主な傾向として、四大化や廃止により短期大学数は減少。
 平成14年以降は全体的に四大・短大の合計数も減少傾向。国立大学数は平成16年以降ほぼ横ばい。
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81 83 85 86 86 86 87 87 92 95 97 97 98 100 102 103 104 104 104 104 103 100 97 97 97 97 97 96 96 96 96 96 96 96 96 97 96 96 96 96 96 96 96 96 96 95 

10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 14 14 16 16 17 18 18 20 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 27 27 28 28 28 29 29 29 30 33 32 32 33 33 33 

218 222 225 230 233 237 240 245 
266 

281 289 295 304

336 
357 360 366 372 377 383 393 404 416 420 424 424 426 431 441 446 449 450 451 454 457 459 461 464 468 481 488 487 491 495 498 500

309 315 319 326 329 334 337 342 

370
388

397 404
415

450
473 478

487
493

499506 516
525

535 539 543 544 545
552 

562 567 570 573 575 578 581 584 586 589 593
607 617 615 619 624 627 628

0

50

100

150

200

250

0

100

200

300

400

500

600

700

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5

１８歳人口

公立大学入学定員数

私立大学入学定員数

国立大学入学定員数

出典：文部科学省「 」。 「学校基本統計」
大学定員数については、小数点以下第２位を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

全国大学一覧
※

万

設置者別大学入学定員数の推移

S H R

18歳人口
205万人

110万人

18歳人口は平成4年以降減少し続けている一方で、大学入学定員数は、昭和60～平成11年まで私立大学を中心に上昇し、その後平成16年まで一時的
に減少。平成17年以降は、緩やかに上昇し続けている。

千
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（出典）文部科学省「学校基本統計」より作成。

専攻分野別入学者数の推移

2000年以降、全体の入学者数は横ばいで推移。関係学科別では、「保健」、「その他」が増加する一方で、 「工学」
「理学」などの学部の入学者数は減少傾向。

※「その他」には文理融合型の複合的新領域の学部も含まれる

10,499 12,716 16,940 20,795 18,761 18,388 

69,663 79,209 
95,401 107,566 92,010 90,374 

12,127 
14,418 

16,527 
16,147 

17,847 18,599 
19,626 

21,592 
21,651 

31,573 58,482 75,288 

39,665 
56,161 

76,115 

98,407 92,644 
87,207 

140,246 

166,453 

196,659 

241,275 214,192 202,257 

5,934 

7,982 

9,218 

11,473 
17,868 17,866 

23,313 

32,350 

34,946 

32,086 43,497 47,384 

7,192 

10,670 

12,230 

17,395 18,099 19,486 

10,312 

10,527 

12,431 

22,764 45,719 58,154 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1970 1980 1990 2000 2010 2020

関係学科別入学者数の推移（国公私立大学）

理学 工学 農学 保健 人文科学 社会科学

商船 家政 教育 芸術 その他

3% 3% 3% 3% 3% 3%

21% 19% 19% 18% 15% 14%

4%
3% 3% 3%

3% 3%

6%
5% 4% 5% 9% 12%

12%
14% 15% 16% 15% 14%

41%
40% 40% 40%

35% 32%

2%
2%

2% 2%

3%
3%

7% 8% 7% 5%
7%

7%

2% 3% 2% 3%
3%

3%

3% 3% 3% 4% 7% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1970 1980 1990 2000 2010 2020

関係学科別入学者割合の推移（国公私立大学）

理学 工学 農学 保健 人文科学 社会科学

商船 家政 教育 芸術 その他

（人）
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大規模大学
38.8%

（241,541人）

中規模大学
27.1%

（169,058人）

小規模大学
34.1%

（212,677人）

国立
5.2%

（32,241人）

公立
0.5%

（2,853人）

私立
33.1%

（206,447人）

国立
6.8%

（42,308人）

公立
0.7%

（4,266人）

私立
19.7%

（122,484人）

国立 3.2%
（20,097人）

公立 4.2%
（26,006人）

私立
26.7%

（166,574人）
大規模大学

7.9%
（62校）

中規模大学
14.9%
（117校）

小規模大学
77.1%
（604校）

国立
1.7%
（13校）

公立
0.1%
（1校）

私立
6.1%
（48校）

国立
3.8%
（30校）

公立
0.4%
（3校）

私立
10.7%
（84校）

国立
5.0%
（39校）

公立
12.0%
（94校）

私立
60.2%
（471校）

【出典】文部科学省調べ

※大規模大学：入学定員が2,000人以上の大学、中規模大学：入学定員が1,000人～1,999人の大学、小規模大学：入学定員が999人以下の大学
※小数点第二位を四捨五入しているためグラフの合計値が一致しない場合がある。

大規模大学   中規模大学    小規模大学

合計
783校

学校数 入学定員数

合計
623,276人

 学校数において小規模大学は全体の77.1％を占めており、このうち私立が大半を占めている。
 入学定員において小規模大学の定員は全体の34.1％を占めており、このうち私立が大半を占めている。

規模別学校数及び入学定員数の割合

（令和４年度） （令和４年度）
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2,449 
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2,466 2,466 
2,478 
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2,471 

2,583 

2,584 

490 

1,135 

1,731 

1,729 
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1,961 2,319 

2,557 

2,709 
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1,977 

1,857 
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1,556 
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1,529 

1,410 
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83 
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2 
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14905
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14650
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2.50%
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0
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12000

14000

16000

18000

58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

短期大学からの編入学者数

高等専門学校からの編入学者数

専修学校（専門課程）からの編入学者数

高等学校（専攻科）からの編入学者数

中等教育学校（専攻科）からの編入学者数

特別支援学校（専攻科）からの編入学者数

大学入学者に対する編入学者の割合

高等専門学校からの編入学者数

専修学校（専門課程）
からの編入学者数

短期大学からの編入学者数

出典：文部科学省「 」。
高等学校（専攻科）からの編入学者数内に中等教育学校（専攻科）からの編入学者数及び特別支援学校（専攻科）からの編入学者数が含まれている

学校基本統計
※

年

編入学者数の推移

H R

高等学校（専攻科）
からの編入学者数※

編入学者数は、平成12年頃まで急激に上昇し、平成17年以降令和元年まで減少し続けた後、一時増加に転じたが近年は減少傾向。
（人）
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※編入学者は夜間含む。
※短期大学卒業者数に占める編入学者数の割合。
※当該年度に４年制大学が受け入れた編入学者数で過年度卒業者を含む。 （出典：「学校基本統計」）

（人）

4,225 
4,528 

5,365 

6,300 

7,570 

9,027 
9,674 

12,027 
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編入学者数 編入学率

（参考）令和６年度
高専 2,584人（26.1％）

短期大学から４年制大学への編入学者の推移
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0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

東京大学

京都大学

東北大学

ハーバード大学

イエール大学

スタンフォード大学

MIT

ジョンズホプキンス大学

UCバークレー

UCLA

ミシガン大学アナーバー校

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

オックスフォード大学

ケンブリッジ大学

インペリアルカレッジロンドン

PSL研究大学

ソルボンヌ大学

北京大学

清華大学

ソウル大学

学部

大学院

各国の有力大学における学部・大学院学生比較（人数・割合）

 米・仏・中の研究大学の多くが、学部生よりも大学院生の占める割合が大きい。
 日本のほか、米国の州立大学や英国の大学においては 学部生の割合の方がやや大きい。

（人） （人）

27,368 

22,426 

30,631

14,776
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51% 49%
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39%

19%

72%

70%

64%

61%

81%

28%

30%

36%

16,336

57%

60%

55%

24% 76%

44%

35%

28%

61%

43%

40%

45%

56%

65%

72%

39%

（出典：各国のウェブページの情報から文部科学省作成） Ⅰ-10



others

Top200

Top100

201-250

251-300

301-350

351-400

401-500

501-600

601-800

801-1000

1001-1500

1501+

日米の高等教育の構造比較

推計値

●世界大学ランキングにランクインしている日米の大学をランキング順位別に配置すると以下のとおり。
●ランクインしている大学は、米国では全大学の約４％に過ぎず、かつトップ200位に集中しているのに対し、日本ではトップ200位以内の大学は少ない一方
で、全大学の10％以上がランクインしている状況。

アメリカの高等教育 日本の高等教育THE World University Rankings 2024
Top1904
（6.1％）

（出典）THE World University Rankings 2024に基づき作成

カリフォルニア大学
（University of California）

広島大、神戸大 順天堂大学、慶應義塾大

東京医科歯科大

九州大

東京大（29）
京都大（55）

スタンフォード大学（2）
カリフォルニア工科大学(7)
南カリフォルニア大学(74)

UC Berkeley（9）
UC Los Angeles（18）
UC San Diego（34）
UC Davis（59）
UC Santa Barbara（69）
UC Irvine（92）

San Diego State University
カリフォルニア州立大学

（California State University）

カリフォルニア・コミュニ
ティ・カレッジ

（California Community College）

大学名は、カリフォルニア州内の大学のみを表示

（93.9％）

赤:： 私立大学
黒：州立大学

黒：国立大学

赤：私立大学

青：公立大学

総数：約1,100校
（Top6.1％に119校）

総数：約4,000校
（Top6.1％に169校）

総数：約31,000校
（Top6.1％の1,904校でランキング）

東京医科大、早稲田大

横浜市立大、京都府立医科大

会津大

関西医科大、産業医科大、藤田医科大、近畿大
久留米大、日本医科大、豊田工業大、愛知医科大
、東京慈恵会医科大、立教大、聖マリアンナ医科
大、北里大、立命館大、埼玉医科大、札幌医科大
、芝浦工業大、昭和大、東邦大、東海大
東京理科大、兵庫医科大

千葉大、熊本大、岡山大、東京農工大

浜松医科大、金沢大、新潟大、岐阜大、信州大
豊橋技術科学大、愛媛大、電気通信大、群馬大
香川大、九州工業大、三重大、長岡技術科学大

長崎大、滋賀医科大、徳島大、東京海洋大
富山大、山形大、山梨大、横浜国立大、鹿児島大

京都工芸繊維大、名古屋工業大、お茶の水女子大、山口大

UC Santa Cruz

UC Riverside

UC Merced

東北大(130)、大阪大(175)、東京工業大(191)

名古屋大

北海道大、筑波大

東京都立大、名古屋市立大、和歌山県立医科大、大阪公立大

琉球大、佐賀大、秋田大、福井大、茨城大、岩手大
高知大、宮崎大、室蘭工業大、大分大、埼玉大、島根大

静岡大、鳥取大、宇都宮大、奈良女子大

法政大、金沢医科大、帝京大、青山学院大
千葉工業大、中部大、中央大、獨協医科大
同志社大、福岡大、神奈川大、関西大
工学院大、関西学院大、京都産業大、明治大、
名城大、大阪工業大、大阪医科薬科大
龍谷大、上智大、東京農業大、東京都市大
東京電機大、東洋大学

高知工科大、兵庫県立大、静岡県立大、富山県立大
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86 (60)

91 (9)

486 (52)

0 

12 

138 

0 100 200 300 400 500 600 700

国立

公立

私立

大学院を置く大学

大学院を置かない大学

86

103

62４

（令和６年５月１日現在）

（令和６年５月１日現在）研究科数

大学院を置く大学数

出典：令和６年度学校基本統計※学生が在籍している研究科の数

（校）

出典：令和６年度学校基本統計国立：１００％
公立： ８８％
私立： ７８％

（ ）内は専門職大学院を置く大学

大学院を置く大学数および研究科数

国立：100％，公立：88％，私立：78％の大学が大学院を置いている。

区分

研究科数

修士課程
（修士、博士前期）

博士課程
（博士後期、一貫制）

専門職学位課程

国立 370 367 86

公立 193 174 10

私立 1,189 840 72

計 1,752 1,381 168
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86,891

99,449

109,649

115,902

119,406
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68,245
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73,446
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74,811
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73,917 

73,704 

73,877 

73,851 
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74,711 
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75,256 

75,841 
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7,866
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17,380 
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16,623 
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17,649 
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20,378 
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22,253 
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109,108

122,360
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153,423

164,350

171,547

178,901
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205,311

216,322

223,512
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263,289 
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251,013 
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271,639 
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Ｈ6
Ｈ7
Ｈ8
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Ｈ10
Ｈ11
Ｈ12
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Ｈ14
Ｈ15
Ｈ16
Ｈ17
Ｈ18
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Ｈ20
Ｈ21
Ｈ22
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25
Ｈ26
Ｈ27
Ｈ28
Ｈ29
Ｈ30

R1
R2
R3
R4
R5
R6

修士課程

博士課程

専門職学位課程

（人）

※ 在学者数
修士課程：修士課程、博士前期課程、５年一貫制博士課程（１、２年次）
博士課程：博士後期課程、医歯学・薬学、獣医学の４年制博士課程、５年一貫制博士課程（３～５年次）
通信教育を行う課程を除く 出典：学校基本統計

（各年度５月１日現在）

大学院在学者数の推移

博士課程の在学者数は、令和６年度に最大となった。
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（2021年）

出典：OECD statistics

（2021年）

※OECD加盟38ヵ国のうち、ベルギー、カナダ、コスタリカ、
トルコを除く。
※グラフ緑色は日本以外のG7諸国。

※進学率は、25/30歳未満の各年齢における当該高等教
育段階の 新入学者数を当該年齢人口で除した率の合計。
留学生含む。
※参照年度は2020年度（令和2年度）。

※OECD加盟38ヵ国のうち、カナダ、トルコを除く。
※グラフ緑色は日本以外のG7諸国。

※進学率は、25/30歳未満の各年齢における高等教育段階
の新入学者数を当該年齢人口で除した率の合計。
留学生含む。
※参照年度は2020年度（令和2年度）。

高等教育段階における進学率の国際比較
● 日本の大学修士課程又は同等レベルへの進学率は7.4%であり、 OECD平均の20.4％の約3割ほどしか満たない。
● 日本の大学博士課程又は同等レベルへの進学率は0.7％であり、OECD平均の1.5％よりも下回っている。

【30歳未満・博士課程相当段階】

【30歳未満・修士課程相当段階】

（％）
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（令和６年５月１日現在）

出典：令和６年度学校基本統計

課程別・設置者別在学者比較（在学者数）

我が国の大学院在籍者の6割は国立大学に在籍。博士課程においては国立の割合が約7割である一方、専門職学位課程においては
私立の在籍者比率が一番高い。

57.5% (156,235)

55.3% (94,873)

67.9% (52,753)

38.7% (8,609)

6.6% (17,933)

6.7% (11,535)

7.2% (5,609)

3.5% (789)

35.9% (97,471)

38.0% (65,261)

24.9% (19,355)

57.8% (12,855)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体

修士課程

博士課程

専門職学位課程

国立 公立 私立
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出典：令和６年度学校基本統計

（令和６年５月１日現在）

学問分野別の大学院学生数

修士在籍者の場合は「工学」分野、博士在籍者の場合は「保健」分野が全体の約4割、専門職学位在籍者の場合は「社会科学」分野が全体の
6割以上を占めている。

人文科学
197 

人文科学
4,968 

人文科学
10,085 

社会科学
13,483 

社会科学
5,076 

社会科学
15,730 

理学
4,787 

理学
13,145 

工学
141 

工学
14,816 

工学
71,119 

農学
3,393 

農学
9,073 

保健
396 

保健
29,293 

保健
12,306 

教育
4,464 

教育
2,285 

教育
4,328 

その他, 3,572 

その他, 13,099 

その他, 35,883 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

専門職学位課程

博士課程

修士課程

9.2％ 7.7％ 5.3％ 7.2％ 2.5％ 20.9％

6.4％ 6.5％ 19.1％ 4.4％ 37.7％ 2.9％ 16.9％

0.9％ 60.6％ 0.6％
1.8％

20.1％ 16.1％

171,669人

77,717人

22,253人

5.9％ 41.4％

6.2％
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出典：学校基本統計

修士課程入学者の推移

修士課程入学者は平成22年度をピークとして減少したが、近年は若干の回復傾向がみられる。
社会人以外の入学者数は令和2年度より増加傾向、社会人学生は平成30年度をピークに減少傾向。
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出典：学校基本統計

博士課程入学者の推移

博士課程入学者のうち、社会人以外の入学者数は、平成15年度の約1.4万人をピークに大幅に減少し、令和6年度には最大時から約40％の減少。
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出典：学校基本統計

分野別学士課程修了者の進学率の推移

学士課程修了者の進学率は、全分野では横ばいだが、理学・工学・農学系は増加傾向。

※「進学者」とは、大学院研究科、大学学部、短期大学本科、大学・短期大学の専攻科、別科へ入学した者である。また、進学しかつ就職した者を含む。
※「芸術」「家政」「その他」分野は修了者数が比較的少ないことから省略 Ⅰ-19
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出典：学校基本統計

分野別修士課程修了者の進学率の推移

修士課程修了者の博士課程等への進学率は、各分野を通じて減少傾向であったが、近年は横ばい。

※「進学者」とは、大学院研究科、大学学部、短期大学本科、大学・短期大学の専攻科、別科へ入学した者である。また、進学しかつ就職した者を含む。
※「教育」「芸術」「家政」「その他」分野は修了者数が比較的少ないことから省略

Ⅰ-20



86.9% 86.6% 86.6%

80.7% 81.1%

82.5%
80.7%

75.2%

64.6%

75.1%

62.3%

69.9%
68.2%

63.4%

57.5%

93.2%

96.1% 95.1%

84.5%
82.6%

77.7%
76.5%

74.8%

74.7%

68.3%

71.8%

74.7% 73.6%

65.1%

60.6%

100.6%

91.8%
91.3%

93.1%
95.8%

93.7%
90.6%

105.0%

129.7%

96.7%

131.5%

138.8%

134.5%
129.3%

126.2%

131.8%

137.4%

132.1%
130.8%

129.7%
126.3%

122.6%

115.4%

114.3%
112.3% 113.7%

125.0%

114.8%

105.5%

101.9%

115.1%

117.8%

112.5%
115.3% 115.6% 121.6%

119.7%

113.4%

108.3%

115.9%

104.7%

108.5%

101.6%

94.1%

91.0%

103.6% 105.6% 111.2% 111.0%

113.6%

110.8%
112.4%

113.3%

123.2%

114.4%

118.8%

104.0%

107.8%

104.0%

103.4%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

110.0%

120.0%

130.0%

140.0%

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健
出典：（平成２５年まで）学校基本統計及び全国大学一覧より文部科学省作成

（平成２６年）「大学院における「第２次大学院教育振興施策要綱」等を踏まえた教育改革の実態把握・分析等に関する調査研究」（平成２８年２月 株式会社リベルタス・コンサルティング）＜文部科学省：先導的大学改革推進委託事業＞
（平成２８年）「大学院における「第３次大学院教育振興施策要綱」等を踏まえた教育改革の実態把握・分析等に関する調査研究」（平成３０年３月 株式会社リベルタス・コンサルティング）＜文部科学省：先導的大学改革推進委託事業＞
（平成３０年）「大学院における教育改革の実態把握・分析等に関する調査研究」（令和２年３月 株式会社リベルタス・コンサルティング）＜文部科学省：先導的大学改革推進委託事業＞
（令和２年）「大学院における教育改革の実態把握・分析等に関する調査研究」（令和４年２月 株式会社リベルタス・コンサルティング）＜文部科学省：先導的大学改革推進委託事業＞

※平成25年度以前と平成26年度以降のグラフは出典が異なる。

その他（H26～）
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分野別修士課程入学者充足率の推移

「人文・社会」分野修士課程の入学者充足率（＝入学者／入学定員）は6割前後で推移。
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123.3%

121.1% 120.0%

114.2%

110.8%

104.5%

97.9%

101.2%

78.6%

80.9%

66.9% 67.3%

65.4%
58.6% 59.7%

90.8%

88.0%
85.0%

86.2%

92.2%

85.2%

83.7%

77.9%

86.2% 85.3%
83.8%

89.0% 89.2%

94.3% 95.3%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

110.0%

120.0%

130.0%

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健

※平成25年度以前と平成26年度以降のグラフは出典が異なる。

出典：（平成２５年まで）学校基本統計及び全国大学一覧より文部科学省作成
（平成２６年）「大学院における「第２次大学院教育振興施策要綱」等を踏まえた教育改革の実態把握・分析等に関する調査研究」（平成２８年２月 株式会社リベルタス・コンサルティング）＜文部科学省：先導的大学改革推進委託事業＞
（平成２８年）「大学院における「第３次大学院教育振興施策要綱」等を踏まえた教育改革の実態把握・分析等に関する調査研究」（平成３０年３月 株式会社リベルタス・コンサルティング）＜文部科学省：先導的大学改革推進委託事業＞
（平成３０年）「大学院における教育改革の実態把握・分析等に関する調査研究」（令和２年３月 株式会社リベルタス・コンサルティング）＜文部科学省：先導的大学改革推進委託事業＞
（令和２年）「大学院における教育改革の実態把握・分析等に関する調査研究」（令和４年２月 株式会社リベルタス・コンサルティング）＜文部科学省：先導的大学改革推進委託事業＞

その他（H26～）

56.9%

54.9%

48.9% 50.0%

45.5% 40.7% 41.0%

38.3%

63.6%

56.3%
53.6% 56.2%

51.3%

47.8%

53.2%
53.0%

65.6%

63.0%
65.0%

61.0%

90.7% 90.7%
87.8%

81.4%

71.40%

66.40%
67.7%

69.0%

H26 H28 H30 R2

分野別博士課程入学者充足率の推移

博士課程の入学者充足率（＝入学者／入学定員）は全体的に低下傾向。
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出典：学校基本統計

入学者数に占める自大学出身者割合（修士）

理学、工学、農学系の修士課程における自大学出身者割合は高く、８～９割で推移している。
社会科学系の自大学出身者割合は低く、２～３割程度で推移している。

52.7% 52.9% 51.8%
50.4% 50.0% 50.0%

48.0% 48.6%

52.9%

55.3% 55.7%

53.9%

30.0%
27.9% 27.1%

24.8% 25.0%
22.9% 23.2% 23.2%

26.7%
28.8% 29.5%

26.8%

80.9% 81.4% 80.9%

81.0% 82.9%
81.3%

80.1% 79.9% 81.2% 82.5% 82.2% 82.1%

88.0% 88.1% 87.8% 88.6% 88.1% 87.8% 87.1% 85.8% 86.9% 87.6% 87.4% 86.8%

81.9% 82.6% 81.2%

80.7% 80.6% 79.5%

80.1% 80.4% 80.7% 82.2% 82.6% 83.3%

47.6% 49.4%
51.0% 50.3% 49.2% 49.7%

48.9%
51.1%

53.5%

52.0% 53.5%

52.9%

70.1% 70.2% 69.9% 69.8% 69.2% 68.7% 68.2% 67.8%
70.4% 71.5% 71.3% 70.6%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健 全体
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出典：学校基本統計

入学者数に占める自大学出身者割合（博士）

理学系の修士課程における自大学出身者割合は高く、８割以上で推移している。

79.1%

75.5% 76.3%
77.1%

75.2% 74.7%

70.3%

72.9%

75.7%
77.0%

72.0%

75.6%

68.5% 68.2%
67.4%

65.7%
64.3%

63.0%

63.8%

60.3%

65.9%
65.0%

66.2%

61.2%

83.2% 83.5%
81.8%

83.7%

81.5% 82.1%
81.0%

85.8%

83.2%

85.5%
84.2% 84.5%

65.9% 66.3%
64.1% 63.8%

61.2%

63.5%

61.4%

62.8% 64.3%

66.9%

65.3%

65.8%

63.4% 61.7%

58.3%
56.2%

57.2%
59.0% 57.9%

62.2%

59.2%

63.0%

63.5%

62.1%

55.4% 55.2%
54.0% 54.1%

55.0%

52.6%
53.8% 53.0% 53.8%

55.5%

53.1%
51.8%

64.3% 63.7%
62.3% 61.9% 61.7% 60.5% 60.4% 61.1%

61.8%
63.4%

61.7% 61.8%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

人文科学 社会科学 理学 工学 農学 保健 全体
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出典：学校基本統計

入学者数に占める自大学出身者割合（専門職学位）

人文科学、教育系の自大学出身者割合が相対的に高く、「工学」分野の自大学出身者の割合は非常に低い。

39.1%

41.9% 42.5%

35.8%
34.8%

41.4%
39.8%

37.8%

26.5%

41.1% 40.4%

27.3%

24.4%

21.7% 21.5%
19.9%

21.0%

18.1% 19.0%
18.1% 18.7%

19.9% 19.3% 19.8%

0.7% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0%

2.3% 2.1%
0.0%

15.9% 16.7%

8.5%

13.0%

9.4%
8.1%

10.5%

14.0%

8.2%
10.1%

13.8%

11.1%

32.7%

29.0%
30.6%

35.8% 35.8% 34.9% 35.0% 35.6%
37.8%

36.7%
38.5%

37.3%

24.5%

22.1% 22.1% 22.3% 22.8%
20.5% 21.2% 21.1% 21.7% 22.3% 22.7% 21.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

人文科学 社会科学 工学 保健 教育 全体
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博士の学位授与者数の推移

 学位授与者数は、課程博士はほぼ横ばいだが、平成27年度以降増加傾向。
 論文博士は、減少傾向。

出典：文部科学省「学位授与状況調査」

4,779 

11,352 12,075 12,372 
13,138 13,875 13,743 13,580 13,148 

14,002 13,424 13,437 13,211 12,871 13,054 13,122 13,218 13,340 13,333 13,839 
14,010 6,106 

4,952 
4,834 4,479 

4,198 
3,985 3,548 3,155 

2,724 
2,758 

2,487 2,465 2,216 2,174 1,970 1,918 1,900 1,803 1,795 
1,725 1,757 

10,885 

16,304 
16,909 16,851 

17,336 
17,860 

17,291 
16,735 

15,872 
16,760 

15,911 
15,902 

15,427 15,045 15,024 
15,040 

15,118 
15,143 

15,128 
15,564 

15,767 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

H3 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

課程博士 論文博士
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【修士号】 【博士号】（人）

（出典）文部科学省・科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2023」 より作成。

579 
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諸外国における人口100万人当たりの修士号・博士号の取得者数

人口100万人当たりの修士号、博士号を取得している者の数は、諸外国と比較して低水準。
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諸外国における人口100万人当たりの博士号取得者数の推移

 諸外国と比較して、日本では人口100万人当たりの博士号取得者数が少ない。
 日本の人口100万人当たりの博士号取得者数は、2014年度以降ほぼ横ばいに推移していたが、近年微増している。

出典：科学技術・学術政策研究所「科学技術指標2024」

人口100万人当たり博士号取得者数

日本 (126人)

ドイツ (330人)

米国 (286人)

韓国 (344人)

フランス (144人)

英国 (342人)

中国 (58人)

（注）米国は2020年度、フランス・日本は2021年度、英国・ドイツ・韓国・中国は2022年度のデータ
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短期大学士課程修了後の分野別進路

【出典】文部科学省「学校基本統計（令和6年度）」を元に作成

卒業者合計（39,106人） 人文（3,187人） 社会（4,323人） 工業（966人）

3,930 
10%

18,861 
48%

11,962 
31%

4,352 
11%

1 
0%

保健（2,930人） 家政（7,514人） 教育（14,176人） 芸術（1,895人）

 人文、社会、工業、芸術は他の分野に比べて進学者の割合が高い傾向。
 保健、教育は就職者のうち専門的・技術的職業の割合が高く、人文、社会、家政ではその他の職業の割合が高い傾向。

863 
27%

163
5%

1,560
49%

601 
19%

0 
0% 537 

12%
519
12%

2,770
64%

497 
12%

0 
0%

283 
29%

183
19%

434
45%

66 
7%

0 
0%

195 
6%

2,274
78%

174
6%

283 
10%

0 
0% 560 

7%

2,868
38%

3,278
44%

808 
11%

0 
0% 663 

5%

11,851 
84%

734 
5%

927 
6%

1 
0%

424 
22%

255
14%

572
30%

643
34%

0
0%

●：進学者 ●：就職者（専門的・技術的職業）
●：就職者（その他）●その他 ●死亡・不詳

【注】
○「進学者」とは、大学院研究科、大学学部、短期大学本科、大学・短期大学の専攻科、別科へ入学した者である。
○「就職者」とは、給料・賃金・報酬・その他の経常的な収入を得る仕事に就いた者である。
○「就職者（専門的・技術的職業）」とは、就職者のうち、研究者、農林水産技術者、製造技術者、建築・土木・測量技術者、情報処理・通信技術者、教員、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、医療技術者、
美術家、写真家、デザイナー、音楽家、舞台芸術家等として従事している者である。

○「就職者（その他）」とは、就職者のうち、専門的・技術的職業従事者以外の者で、管理的職業従事者、事務従事者、販売従事者、サービス職業従事者、保安職業従事者、農林漁業従事者、生産工程従事者、輸送・機械運転従事
者、建設・採掘従事者、運搬・清掃等従事者等である。

○「その他」とは、専修学校・各種学校・外国の学校・職業能力開発校等への入学者、研究生として入学した者や、一時的な仕事に就いた者（臨時的な収入を得る仕事に就いた者）、臨床研修医（予定者を含む）、進学でも就職でも
ないことが明らかな者（進学準備中の者、就職準備中の者（求職中の者並びに公務員・教員採用試験及び国家資格試験の準備中の者を含む）等）である。

○進学者であり、かつ就職をしている者については、「就職者」として算出している。 Ⅰ-29



【出典】文部科学省「学校基本統計（令和６年度）」を元に作成

卒業者合計（590,487人） 人文科学（83,289人） 社会科学（190,720人） 理学（17,623人）

69,089 
12%

186,185 
31%

265,609 
45%

69,509 
12%

95 
0%

工学（87,351人） 農学（17,854人） 教育（44,566人）保健（69,759人）

●：進学者 ●：就職者（専門的・技術的職業）
●：就職者（その他）●その他 ●死亡・不詳

学士課程修了後の分野別進路

 人文科学・社会科学は進学者と就職者（専門的・技術的職業）の割合が低く、就職者（その他）の割合が高い傾向。
 理学・工学・農学は進学者の割合が他の分野に比べて高く、保健・教育は、就職者（専門的・技術的職業）の割合が他の分野に比べて高い傾向。

3,753 
4%

13,245
16%

54,891
66%

11,397 
14% 3 

0%

5,278 
3% 27,098

14%

137,120
72%

21,174 
11%

50 
0%

8,092 
46%

5,135
29%

3,131
18%

1,240 
7%

1 
0%

34,742 
40%

39,279
45%

9,179
10%

4,087 
5%

8 
0% 4,933 

28%

5,368
30%

6,257
35%

1,296 
7%

0 
0%

3,592 
5%

45,901 
66%

4,554 
7%

15,584 
22% 7 

0%

2,100 
5%

25,440 
57%

13,521 
30%

3,492 
8%

13 
0%

【注】
○「進学者」とは、大学院研究科、大学学部、短期大学本科、大学・短期大学の専攻科、別科へ入学した者である。
○「就職者」とは、給料・賃金・報酬・その他の経常的な収入を得る仕事に就いた者である。
○「就職者（専門的・技術的職業）」とは、就職者のうち、研究者、農林水産技術者、製造技術者、建築・土木・測量技術者、情報処理・通信技術者、教員、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、医療技術者、
美術家、写真家、デザイナー、音楽家、舞台芸術家等として従事している者である。

○「就職者（その他）」とは、就職者のうち、専門的・技術的職業従事者以外の者で、管理的職業従事者、事務従事者、販売従事者、サービス職業従事者、保安職業従事者、農林漁業従事者、生産工程従事者、輸送・機械運転従事
者、建設・採掘従事者、運搬・清掃等従事者等である。

○「その他」とは、専修学校・各種学校・外国の学校・職業能力開発校等への入学者、研究生として入学した者や、一時的な仕事に就いた者（臨時的な収入を得る仕事に就いた者）、臨床研修医（予定者を含む）、進学でも就職でも
ないことが明らかな者（進学準備中の者、就職準備中の者（求職中の者並びに公務員・教員採用試験及び国家資格試験の準備中の者を含む）等）である。

○進学者であり、かつ就職をしている者については、「就職者」として算出している。
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【出典】文部科学省「学校基本統計（令和６年度）」を元に作成

卒業者合計（79,096人） 人文科学（4,041人） 社会科学（6,643人） 理学（6,222人）

7,608 
10%

46,988 
59%

12,773 
16%

11,722 
15%

5 
0%

工学（32,970人）
農学（4,307人） 教育（1,894人）保健（5,157人）

●：進学者 ●：就職者（専門的・技術的職業）
●：就職者（その他）●その他 ●死亡・不詳

修士課程修了後の分野別進路

 人文科学・社会科学、教育では「その他」の割合が高く、社会科学は「就職者（その他）」の割合が他の分野に比べて高い傾向。
 理学、工学、農学、保健、教育は就職者のうち、専門的・技術的職業の割合が高い傾向。

707 
17%

1,135
28%
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27%
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18%
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1 
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5%

2 
0%
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12%

2,374
55%

1,070
25%
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8%

0 
0%
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13%

3,515 
68%

518 
10%

452 
9%

0 
0%

213 
11%

871 
46%

404 
21%

406 
22%

0 
0%

【注】
○「進学者」とは、大学院研究科、大学学部、短期大学本科、大学・短期大学の専攻科、別科へ入学した者である。
○「就職者」とは、給料・賃金・報酬・その他の経常的な収入を得る仕事に就いた者である。
○「就職者（専門的・技術的職業）」とは、就職者のうち、研究者、農林水産技術者、製造技術者、建築・土木・測量技術者、情報処理・通信技術者、教員、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、医療技術者、
美術家、写真家、デザイナー、音楽家、舞台芸術家等として従事している者である。

○「就職者（その他）」とは、就職者のうち、専門的・技術的職業従事者以外の者で、管理的職業従事者、事務従事者、販売従事者、サービス職業従事者、保安職業従事者、農林漁業従事者、生産工程従事者、輸送・機械運転従事
者、建設・採掘従事者、運搬・清掃等従事者等である。

○「その他」とは、専修学校・各種学校・外国の学校・職業能力開発校等への入学者、研究生として入学した者や、一時的な仕事に就いた者（臨時的な収入を得る仕事に就いた者）、臨床研修医（予定者を含む）、進学でも就職でも
ないことが明らかな者（進学準備中の者、就職準備中の者（求職中の者並びに公務員・教員採用試験及び国家資格試験の準備中の者を含む）等）である。

○進学者であり、かつ就職をしている者については、「就職者」として算出している。
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【出典】文部科学省「学校基本統計（令和６年度）」を元に作成

卒業者合計（15,673人） 人文科学（852人） 社会科学（859人） 理学（1,178人）

98 
1%

10,032 
64%935 

6%

4,580 
29%

28 
0%

工学（3,359人） 農学（741人） 教育（425人）保健（5,808人）

●：進学者 ●：就職者（専門的・技術的職業）
●：就職者（その他）●その他 ●死亡・不詳

博士課程修了後の分野別進路

 他の課程と比較して、就職者のうち、専門的・技術的職業の割合はどの分野においても高い傾向。
 全体として、「その他」の割合が他の課程と比較して高い傾向。
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28%
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34%

0 
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4,594 
79%

120 
2%

1,045 
18%
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0%

0 
0%

258
61%

30
7%

137
32%

0
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【注】
○「進学者」とは、大学院研究科、大学学部、短期大学本科、大学・短期大学の専攻科、別科へ入学した者である。
○「就職者」とは、給料・賃金・報酬・その他の経常的な収入を得る仕事に就いた者である。
○「就職者（専門的・技術的職業）」とは、就職者のうち、研究者、農林水産技術者、製造技術者、建築・土木・測量技術者、情報処理・通信技術者、教員、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、医療技術者、
美術家、写真家、デザイナー、音楽家、舞台芸術家等として従事している者である。

○「就職者（その他）」とは、就職者のうち、専門的・技術的職業従事者以外の者で、管理的職業従事者、事務従事者、販売従事者、サービス職業従事者、保安職業従事者、農林漁業従事者、生産工程従事者、輸送・機械運転従事
者、建設・採掘従事者、運搬・清掃等従事者等である。

○「その他」とは、専修学校・各種学校・外国の学校・職業能力開発校等への入学者、研究生として入学した者や、一時的な仕事に就いた者（臨時的な収入を得る仕事に就いた者）、臨床研修医（予定者を含む）、進学でも就職でも
ないことが明らかな者（進学準備中の者、就職準備中の者（求職中の者並びに公務員・教員採用試験及び国家資格試験の準備中の者を含む）等）である。

○進学者であり、かつ就職をしている者については、「就職者」として算出している。
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【出典】文部科学省「学校基本統計（令和６年度）」を元に作成

卒業者合計（9,174人） 人文科学（106人） 社会科学（5,445人）

工学（38人）

116 
1%

3,206 
35%

3,289 
36%

2,561 
28%

2 
0%

【注】
○「進学者」とは、大学院研究科、大学学部、短期大学本科、大学・短期大学の専攻科、別科へ入学した者である。
○「就職者」とは、給料・賃金・報酬・その他の経常的な収入を得る仕事に就いた者である。
○「就職者（専門的・技術的職業）」とは、就職者のうち、研究者、農林水産技術者、製造技術者、建築・土木・測量技術者、情報処理・通信技術者、教員、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、医療技術者、
美術家、写真家、デザイナー、音楽家、舞台芸術家等として従事している者である。

○「就職者（その他）」とは、就職者のうち、専門的・技術的職業従事者以外の者で、管理的職業従事者、事務従事者、販売従事者、サービス職業従事者、保安職業従事者、農林漁業従事者、生産工程従事者、輸送・機械運転従事
者、建設・採掘従事者、運搬・清掃等従事者等である。

○「その他」とは、専修学校・各種学校・外国の学校・職業能力開発校等への入学者、研究生として入学した者や、一時的な仕事に就いた者（臨時的な収入を得る仕事に就いた者）、臨床研修医（予定者を含む）、進学でも就職でも
ないことが明らかな者（進学準備中の者、就職準備中の者（求職中の者並びに公務員・教員採用試験及び国家資格試験の準備中の者を含む）等）である。

○進学者であり、かつ就職をしている者については、「就職者」として算出している。

●：進学者 ●：就職者（専門的・技術的職業）
●：就職者（その他）●その他 ●死亡・不詳

専門職学位課程修了後の分野別進路

保健（154人）

教育（2,051人）
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47%31

29%
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16%
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0 
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37%
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22
14%

24 
16%

0 
0%

進学者

10 
1%

1,872
91%

82 
4%

86 
4%

他の課程と比較して、就職者のうち、専門的・技術的職業の割合が高い傾向。（※社会科学は、「その他」（司法修習等を含む）が９割以上を占
める法科大学院を含むため、他の分野に比べて「その他」の割合が高い。）

うち、

法科大学院（1,559人）

うち、

教職大学院（2,030人）
進学者

10
1%

244
16% 72

4%

1,233 
79%

0
0%

進学者

10
1%

1853
91%
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大学入学者数及び社会人・留学生数

2040年には約17万人入学者が減少すると推計されるが、学部入学者に占める留学生・社会人の割合は3.3%しかない。

出典：学校基本統計。
※留学生数については在留資格「留学」を有する者をカウントしている。
※学部入学者のうち、社会人入学者については25歳以上の入学者数をカウントしている。
※2040年の推計値は中央教育審議会大学分科会高等教育の在り方に関する特別部会（第12回）の進学率・進学者数推計結果（出生低位・死亡低位）より作成。

2024年入学者数 学部 大学院

通学 62.9万人
→ 46.0万人（2040年）

10.4万人

うち留学生 1.8万人
（2.8%）

1.5万人
（14.4％）

うち社会人 0.3万人
（0.5％）

1.8万人
（17.3%）

通信制 1.9万人 0.1万人
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(2) 大学院

※ 出典：学校基本統計

※ 社会人入学者は、大学（学部）は25歳以上の入学者、大学院は30歳以上の入学者をカウントしている。

※ 通信の社会人入学者は推計である（「学校基本統計」をもとに、通信制学生のうち大学は25歳以上、大学院は30歳以上の学生の割合から按分）。

(1) 学部

社会人入学者割合

通信

通学

社会人入学者数（推計）は，平成13年度の約1万8千人から一時減少。平成27年度に増加以降、近年は通信課程のみ増加。

社会人入学者数は，近年は概ね1万7千人前後で横ばい。入学者全体に占める割合16.1%(令和６年度）。

社会人入学者の動向
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高等教育機関入学者の平均年齢

推計値

我が国の高等教育機関への入学者の平均年齢は18.4歳であり、OECD諸国の中で最も低い。
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（出典）OECD「Education at a Glance2023(図表でみる教育2023）」 TableB4.1（ https://stat.link/b3lxch ）

（歳）
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教学マネジメントに関する取組の状況

教学マネジメントに関する取組は、グランドデザイン答申（H30）前と比べると、全体として進捗している。一方で、「学部の壁を越えた充実した教育課程の構
築」 」 「学外関係者・関係機関との連携・協働」 「学位授与の方針に基づく組織的な教育への参画・貢献についての教員評価の実施」などに関する取組を実施
している大学の割合は、依然として低い状況。

教学マネジメントとして実施している取組

出典：文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和４年度）」
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教育課程編成・実施の
方針に基づく体系的な

教育課程の構築

学部の壁を越えた充実した
教育課程の構築

教育改善に関する
ＰＤＣＡサイクルの確立

学修状況の分析や教育
改善を支援する体制の構築

学内の教員間での教育
改善に関する認識の共有

学長を中心とする
運営体制の確立

（学長補佐体制等）

学外の関係者・関係機関
との連携・協働

教学マネジメント確立の
ための学長と教授会の

役割の明確化

全学的な教育目標等と
カリキュラムとの整合性を検証
する、全学的な委員会の設置

学位授与の方針に基づく
組織的な教育への参画・貢献
についての教員評価の実施

教学マネジメントのための
教職協働体制の構築
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学生の学修成果の把握状況

課程を通じた学生の学修成果の把握を行っている大学は522校（全体の68.9％）であり、把握方法としては「外部の標準化されたテスト等による学修
成果の調査・測定（アセスメントテスト等）」が最も多い。学修成果として調査・測定を行っている事項としては、「汎用的能力」「態度・志向性」「知識・理
解」の順に多くなっている。学修成果に関する情報の活用方法としては、「教育課程や教育方法の改善」が最も多い。

【学部段階】課程を通じた学生の学修成果の把握を行っている大学

学修成果の把握方法

学修成果に関する情報の活用方法

出典：文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和4年度）」
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課程を通じた学生の学修成果の把握方法
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【学部段階】 課程を通じた学生の学修成果の把握を行っている大学 国立 公立 私立
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成果の調査・測定（アセスメントテスト等）

学生の学修経験等を問う
アンケート調査（学修行動調査等）

学修評価の観点・基準を定めたルーブリック

学修ポートフォリオ

○学修成果の把握方法 国立 公立 私立

（出典）文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和４年度）」
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課程を通じた学生の学修成果に関する情報の活用方法
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【学部段階】 課程を通じた学生の学修成果の把握を行っている大学 国立 公立 私立
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教育課程や教育方法の改善

学習支援環境の整備

学生の就学支援

学生への履修指導やキャリア相談

○学修成果に関する情報の活用方法 国立 公立 私立

（出典）文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和４年度）」
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課程を通じた学生の学修成果として調査・測定を行っている事項
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【学部段階】 課程を通じた学生の学修成果の把握を行っている大学 国立 公立 私立
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45.2%

25.5%

329
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377

311

236

133
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知識・理解
(例：文化、社会、自然に関する知識の理解)

汎用的能力
(例：ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ、数量的ｽｷﾙ、問題解決能力)

獲得した知識等を活用し、
新たな課題に適用し課題を解決する能力

態度・志向性
(例：自己管理能力、チームワーク)

専門的な知識

専門的な技術や技能

専門職業人としての倫理観

○学修成果として調査・測定を行っている事項 国立 公立 私立

（出典）文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和４年度）」

Ⅰ-41



成績評価基準の明示

（出典）文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和４年度）」

全ての項目を
シラバスにより明示
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学生が修得した知識や能力等を明らかにするための資料交付状況
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46
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163

0 50 100 150
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令和３年度
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【学部段階】 ディプロマサプリメントなどの資料を交付している大学
国立 公立 私立

（出典）文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和４年度）」

Ⅰ-43



○大学が学生に卒業時までに身に付けることを求めている知識や能力を理解している（80%）、大学での学
びによって自身の成長を実感している（８２％）等について、「そう思う」「ある程度そう思う」という割
合が高かったが、授業アンケート等の学生の意見を通じて大学教育がよくなっている（49%）は半数程度と
なった。

「全国学生調査（第３回試行実施）」の結果について（令和５年７月12日公表）より

学生自身による学修成果の実感（全国学生調査第３回試行実施より）
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シラバスの作成状況

ほとんどの大学でシラバスを作成し、記載項目も統一されているが、記載項目の状況を見ると、準備学修に関する具体的な指示を設定している大学は、
91.9％に達しているものの、準備学修に必要な学修時間の目安を設定する大学は74.6％に留まっている。

出典：文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和４年度）」
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全ての授業科目でシラバスを作成し、記載項目を統一している学部を持つ大学
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人材養成の目的もしくは学位授与の方針と
当該授業科目の関連

授業における学修の到達目標

当該授業科目の教育課程内の位置づけや
水準を表す数字や記号（ナンバリングを含む）

各回の授業の詳細な内容

授業期間を通して課される課題
（試験やレポート等）の内容

準備学修に関する具体的な指示

準備学修に必要な学修時間の目安

課題（試験やレポート等）に対する
フィードバックを行うこと

シラバスの記載項目の状況（大学数）

（※）大学院のみを設置する大学は母数に含めない。
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多様なメディアを利用した遠隔授業の実施状況

多様なメディアを利用した遠隔授業を実施する大学は令和３年度までに増加し、令和４年度は535大学（70.6%）となっている。

多様なメディアを利用した遠隔授業を実施する大学

（※）大学院のみを設置する大学は母数に含めない。

多様なメディアを利用した遠隔授業：
ここでは、大学設置基準第25条第2項に定める、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させる
授業科目を指す。

出典：文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和４年度）」
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情報通信技術（ICT）を活用した教育の実施状況

情報通信技術（ICT）を活用した教育を実施する大学は増加傾向。

（※）大学院のみを設置する大学は母数に含めない。

学修管理システム（LMS：Learning Management System）：
eラーニングの運用を管理するためのシステムのこと。学習者の登録や教材の配布、学習の履歴や成績及び進捗状況の管理、統計分
析、学習者との連絡等の機能がある。

情報通信技術（ICT）を活用した教育を実施する大学

出典：文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和４年度）」
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ビデオ・オン・デマンド・システム等
リアルタイム配信以外のシステム
（ネット配信を含む）を活用した

eラーニングによる遠隔教育

テレビ会議システム等リアルタイム
配信システム（ネット配信を含む）

を活用した遠隔教育

学修管理システム（LMS：
Learning Management System）

を利用した事前・事後学習の推進

教室の講義とｅラーニングによる自習
の組合せ、講義とインターネット上での
グループワークの組合せ（いわゆる

ブレンディッド型学習）の導入

携帯端末を活用した学生応答・理解度
把握システム（いわゆるクリッカー技術）

による双方向型授業
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大学の授業の受講形態について、新型コロナウィルス感染症の影響により、令和２年度、令和３年度においては同時双方向型オンライン授業や
オンデマンド型オンライン授業を受けている学生が多くいたことが明らかになっていたが、令和４年度は、対面授業が77％を占めるなど、対面授業中
心で大学の授業が行われた。

出典：文部科学省 「令和４年度全国学生調査（第３回試行実施）」

授業の受講形態の割合（令和４年度）

授業の受講形態比率（令和４年度受講者のみ）

※上記受講比率は、学生に各授業形態の割合について０～10割で回答を求め、その平均値を集計したもの。
※対面授業の割合が10割と回答した学生は、対面授業の割合に回答した者のうち36％であった。

Ⅰ-48



出典：令和4年度「全国学生調査（第3回試行調査）」

大学の２年次学生の学習時間

 授業への出席時間について、週16時間以上が69％、週21時間以上が40％であるなど、授業への出席時間が長い。
 一方で、予習・復習・課題など授業に関する学習については、週５時間以下の学生が49％を占めている。
 分野別の状況では、5時間以下の割合で見ると社会（60％）等が高い水準。
 授業と直接関係しない自主的な学習時間が週５時間以下の学生も82％を占める。
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出典：令和4年度「全国学生調査（第3回試行調査）」

大学の最終学年の学生の学習時間

 授業への出席時間について、週５時間以下の学生が63％を占めている。また、授業に関する学習も週５時間以下の学生が77％を占めている。
 卒業論文・卒業研究・卒業制作については、週21時間以上の学生が28％、週31時間以上の学生が20％と多くの時間を費やしている。
 一方、最終学年の学生であっても、卒業論文等に費やす時間が５時間以下の学生も38％存在する。
 卒業論文等に16時間以上を費やす割合は農学（６年制）（79％）、農学（65％）、理学・工学（64％）で高く、 ５時間以下となる割合は医学

（６年制）（91％）、歯学（６年制）（91％）で非常に高いほか、社会（53％）、薬学（６年制）（51％）も相当程度の割合に上る。
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出典：令和4年度「全国学生調査（第3回試行調査）」

短期大学の最終学年の学生の学習時間

 授業への出席時間については、週16時間以上の学生が50％、週５時間以下の学生は12％となっている。
 予習・復習・課題など授業に関する学習については、週５時間以下の学生が75％を占めている。
 卒業論文・卒業研究・卒業制作については、週16時間以上の学生が15％となっている。
 授業と直接関係しない自主的な学習時間については、週５時間以下の学生が81％を占めている。
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「適切なコメントが付されて課題などが返却される」

よくあった ある程度あった あまりなかった ほとんどなかった

設置年代別・設置者別の授業改善状況

※上記の第１～第４世代の私立大学の分類は、金子元久(1996）「高等教育大衆化の担い手」，『学習社会におけるマス高等教育の構造と機能に関する研究』，放送教育開発センター研究報告91，pp.37-59による。
第１世代：高等教育の大拡張期までに設立された大学（大学設置年～1959年）。中核大学は大規模で私立大学の中では中核的存在である大学10校。周辺大学は中核大学に含まれない規模
が中～大の大学（1992年時点の在学者が4000人以上の大学）。ニッチ大学は特定の需要に対応しながら発展してきた小規模大学（女子大学、医歯薬系・宗教系・芸術系の単科大学）

第２世代：高等教育大拡張期（1960～74年）に設立された大学。
第３世代：大拡張期以降（1975年～）に設立された大学。
第４世代：1998年以降に設立された大学。 出典：国立教育政策研究所 平成30年度 「大学生等の学習状況に関する調査」より濱中義隆氏作成

25.6
15.0

33.6
28.4

21.8
25.8

14.8
11.6

47.2
49.1

49.8
47.6

48.4
50.8

47.1
44.3

22.8
29.8

14.6
20.2

24.3
19.0

30.1
35.0

4.5
6.1

2.0
3.7

5.5
4.5

8.0
9.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

公立

国立

第４世代（1998〜）

第３世代（1975〜97）

第２世代（1960〜74）

第１世代ニッチ

第１世代周辺

第１世代中核

「グループワークなど学生が参加する機会がある」

アクティブラーニング、学生・教員間の双方向的コミュニケーションなどの授業改善は、新設大学（私立）の方が進んでいる。
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情報公表に関する取組状況

全ての大学において一定の情報公表が行われているが、法令において公表が義務付けられている項目以外、特に、「教学マネジメント指針」において社会から
公表が強く求められると整理された情報項目（学生の学修時間、満足度、成長実感、学修に対する意欲、修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年率、
中途退学率、教員一人当たりの学生数、学事暦の柔軟化状況など）は、十分ではない状況。

【出典】：文部科学省「大学における教育内容等の改革状況について（令和4年度）」
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国立 公立 私立
修業年限期間内に
卒業する学生の割合

留年率

中途退学率

教員一人当たりの
学生数

学事暦の柔軟
化の状況

履修単位の登
録上限数

シラバスの内容

早期卒業の状況

大学院への飛び入学の
状況

ＦＤの実施状況や
活動状況

ＳＤの実施状況や
活動状況

単位の取得状況

学位の取得状況

卒業生の進学率

卒業生の主な進学先

卒業生の就職率

卒業生の主な就職先

学生の学修時間

大学の教育研究活動に
関する学生の満足度

大学の教育研究活動を
通じた学生の成長実感

学生の学修に対する
意欲

入学者選抜の状況
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通信制大学（学部）の学生数及び有職者割合の推移

110,318 

119,840 

133,376 

146,879 

157,373 

167,276 
172,984 174,868 175,074 

168,889 
172,356 

175,898 
180,244 

185,773 
191,333 

196,648 
200,393 198,483 

193,573 

185,719 
180,636 

177,758 
173,645 

171,048 169,643 
166,778 165,386 163,354 161,879 162,899 162,547 161,142 

170,277 

179,877 
184,499 184,735 

54%

48%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

学生数計

有職者割合

 通信制大学（学部）の学生数は、平成17年をピークに減少していたが、近年は増加傾向となっている。
 有職者の割合は、概ね50％程度で推移している。

（出典）文部科学省「学校基本統計」を基に作成 Ⅰ-54



通信制大学（学部）の年齢別学生数の推移

23% 24% 25% 25% 25% 24% 23% 21% 20% 19% 17%
14% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 11% 12% 13% 15% 17% 18% 19%

12% 11% 11% 11% 11% 12% 12%
12% 11%

11%
9%

8%
8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

5%
6% 6% 6%

22% 22% 21% 21% 21% 22% 22% 23%
23%

23%

22%

22%
21%

20% 19% 19% 17% 17% 16% 16% 15% 15% 15% 14% 14% 13% 12% 12% 11% 11% 11% 10%
10%

11%
11% 11%

24% 23% 22% 22% 22% 22% 22% 23% 24%
25%

27%
29%

30%
31% 31% 31%

31% 30% 30%
29%

29% 28% 27% 26%
25% 23%

22% 21% 20% 19% 18% 17%
16%

16% 15% 15%

13% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
14%

14%
15% 16% 16% 16%

17% 18% 18%
19%

20% 21% 21%
22%

22%
23%

23% 23% 23% 22% 22% 21% 20%
19% 18% 17%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 8% 9% 10% 10% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 13%
14% 15% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 18%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 6% 7% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 13% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 15% 14% 14% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%
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80%

90%

100%

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

18～22歳 23～24歳 25～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60歳～

 通信制大学（学部）の学生の年齢層について、平成初期と比べ、23歳～39歳の学生の割合が減少する一方で、50歳以上の学生の割合が増加
した。

 近年では、18～22歳の年齢層の割合が増加傾向。

（出典）文部科学省「学校基本統計」を基に作成
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通信制大学（学部）入学者の最終学歴の変遷

51% 53% 53% 56% 53% 50% 49% 49% 46% 43% 41%
37% 36% 33% 32% 31% 30% 30% 29% 28% 26% 26% 25% 24% 26% 25% 25% 26% 26% 27% 27% 29% 31% 33% 32%
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17% 16% 15% 18%

16% 16%
17% 15% 14%
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13% 12%

12% 13%

31% 30% 29%
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33% 32% 33% 35%
33% 35% 36% 36% 36% 36% 36% 38% 40% 41% 41% 38% 38% 37% 36% 35% 35% 35% 32% 32% 30% 30%

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 7% 7% 7% 8% 11% 12% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 12% 11% 12% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 13% 13% 13% 14%
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H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

高等学校卒業 専門学校
修了者

短大卒業 大学卒業 その他

 通信制大学（学部）入学者の最終学歴は、平成4年以降「高等学校卒業」の割合が減少し、「大学卒業」や「専門学校修了者」の割合が
増加してきた。

 近年では、「高等学校卒業」の割合が増加に転じている。

（出典）私立大学通信教育協会「入学者調査」（正規の課程のみ）を基に作成
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大学通信教育における授業方式

大学通信教育の4つの授業方式のうち、学生から評価の高いものは、面接授業（スクーリング）であったが、コロナ禍を経て、2021(令和3)年度調査では、遠
隔授業（メディア授業）が最上位となった。

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

印刷教材による授業

スクーリング

メディア授業

放送授業

無記入

印刷教材による授業 スクーリング メディア授業 放送授業 無記入
平成23年度 17.7% 68.2% 11.1% 1.2% 1.6%

平成28年度 16.6% 61.6% 19.4% 1.4% 1.0%

令和3年度 18.7% 36.4% 41.8% 3.1% 0.0%

平成23年度 平成28年度 令和3年度

該当項目回答数は平成23年度4,110人、
平成28年度3,020人、令和3年5,933人。2021年度

41.8％

【出典】高等教育の在り方に関する特別部会（第6回）高橋陽一氏発表資料

自分に一番合っている授業方法について

私立大学通信教育協会「学生生活実態調査」
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学長等が認識する「重視している大学等としての機能」

出典：独立行政法人日本学生支援機構「大学等における学生支援の取組状況に関する調査（令和３年度（2021年度））結果報告」を元に、文部科学省において作成
https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_torikumi/__icsFiles/afieldfile/2022/12/20/1_kekka_1.pdf

18.5 

57.1 
54.5 

43.4 

24.6 

18.7 

75.6 

0.5 

55.8 

80.2 

33.7 

23.3 

8.1 9.3 

84.9 

0.0 

20.6 

61.9 

42.3 

29.9 

24.7 
22.7 

83.5 

2.1 

13.0 

53.2 

59.3 

48.3 

26.8 

19.3 

73.0 

0.3 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

世界的研究・

教育拠点

高度専門

職業人養成

幅広い職業人

養成

総合的

教養教育

特定の専門的分野

（芸術、体育等）

の教育・研究

地域の生涯

学習機会

の拠点

社会貢献機能

（地域貢献、

産学連携、

国際交流等）

無回答

大学全体 国立 公立 私立

％
●上位３つを選択

 「世界的研究・教育拠点」と「高度専門職業人養成」は国立大学で高い割合となっている一方、「幅広い職業人養成」と「総合的教養教育」は私立
大学で高い割合となっている。

 「社会貢献機能（地域貢献、産学連携、国際交流等）」は、全ての設置者において高い割合であった。
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人文科学

14.9%

社会科学

35.9%

理学

2.3%

工学

12.0%農学

2.1%

医学・歯学

1.6%

薬学

3.0%

看護

学

8.1%

家政

3.0%

教育

6.0%

芸術

3.4%

その他

7.8%

公立大学（１０３大学）国立大学（８６大学） 私立大学（６２４大学）

合計 147,654人合計 433,387人 合計 2,047,269人

社会科学
14.6％

※令和３年５月時点

出典：文部科学省「学校基本統計」 

人文科学

12.3%

社会科学

28.3%

理学

3.2%

工学

16.1%

農学

3.2%

医学・歯学

3.9%

薬学

2.2%

看護学

15.0%

家政

1.8%

教育

1.7%

芸術

4.1%

その他

8.2%

人文科学

6.8%

社会科学

14.2%
理学

6.7%

工学

27.7%

農学

7.1%
医学・歯学

7.5%

薬学

1.3%

看護学

4.6%

商船

0.2%

家政

0.3%
教育

13.2%

芸術

0.8%

その他

9.5%

人 文 科 学 304,190人
社 会 科 学 734,112人
理 学 47,358人
工 学 245,800人
農 学 43,988人
医 学 ・ 歯 学 32,909人
薬 学 60,813人
看 護 学 166,378人
家 政 61,007人
教 育 122,847人
芸 術 68,584人
そ の 他 159,283人

人 文 科 学 29,464人
社 会 科 学 61,726人
理 学 29,119人
工 学 120,087人
農 学 30,875人
医 学 ・ 歯 学 32,699人
薬 学 5,767人
看 護 学 19,788人
商 船 849人
家 政 1,095人
教 育 57,309人
芸 術 3,419人
そ の 他 41,190人

人 文 科 学 18,118人
社 会 科 学 41,791人
理 学 4,745人
工 学 23,769人
農 学 4,652人
医 学 ・ 歯 学 5,743人
薬 学 3,300人
看 護 学 22,136人
家 政 2,675人
教 育 2,561人
芸 術 6,067人
そ の 他 12,097人

国公私別 学生数・構成比率（令和６年度）

大学数は国公私が約１：１：７だが、学生数は約１：0.3：５。国立は自然科学系や教育系が多く、公立は看護学、私立は人文社会系が多
い。
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%
平成27年度 令和5年度

北海道（北海道）
東北（青森・岩手・秋田・山形・福島）
宮城（宮城）
関東（茨城・栃木・群馬）

埼玉（埼玉）
千葉（千葉）
東京（東京）
神奈川（神奈川）

甲信越（新潟・山梨・長野）
北陸（冨山・石川・福井）
東海（岐阜・静岡・三重）
愛知（愛知）

近畿（滋賀・奈良・和歌山）
京都（京都）
大阪（大阪）
兵庫（兵庫）

中国（鳥取・島根・岡山・山口）
広島（広島）
四国（徳島、香川、愛媛、高知）
九州（佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄）
福岡（福岡）

北
海
道

東
北

宮
城

関
東

埼
玉

千
葉

東
京

神
奈
川

甲
信
越

北
陸

東
海

愛
知

近
畿

京
都

大
阪

兵
庫

中
国

広
島

四
国

九
州

福
岡

平
成
27
年
度

入学者 2,558 2,434 1,071 2,256 2,042 1,840 7,093 3,085 2,263 1,802 2,963 3,999 1,332 2,038 5,479 3,280 1,928 1,089 1,753 3,625 4,021

入学
定員

2,825 2,965 1,020 2,710 2,250 1,950 6,744 2,850 2,525 1,960 3,340 4,330 1,440 2,255 5,690 3,730 2,275 1,180 2,050 3,795 4,580

令
和
５
年
度

入学者 1,373 1,463 1,165 1,528 1,428 1,364 3,339 1,681 1,613 1,078 1,843 2,021 929 1,188 3,110 1,814 1,402 583 1,105 2,551 2,563

入学
定員

2,125 2,035 1,245 2,190 1,930 1,590 4,675 2,570 2,200 1,430 2,610 3,142 1,230 1,670 4,225 2,590 1,940 790 1,750 3,345 3,535

地域区分

（出典）日本私立学校振興・共済事業団「私立大学・短期大学等入学志願動向」を基に作成 

私立短期大学における地域別の入学定員充足率

令和5年度における私立短大の入学定員充足率は、平成27年度と比較して、全地域で減少している。
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短期大学の廃止（募集停止を含む）

※４大化など他の学校種に移行した短期大学の廃止は除く。
※令和元年度以降に廃止（募集停止を含む）した短期大学を記載。

【出典】文部科学省作成

廃止年度
（募集停止年度） 短期大学名 入学定員 所在地

令和元年度 高知短期大学（公立） 120名 高知県高知市

〃 奈良学園大学奈良文化女子短期大学部 100名 奈良県奈良市

令和２年度 関東短期大学 150名 群馬県館林市

〃 立教女学院短期大学 300名 東京都杉並区

令和３年度 大阪青山大学短期大学 60名 大阪府箕面市

〃 神戸山手短期大学 100名 兵庫県神戸市

〃 聖セシリア女子短期大学 100名 神奈川県大和市

〃 東海大学短期大学部 200名 静岡県静岡市

〃 プール学院短期大学 170名 大阪府堺市

令和４年度 青山学院女子短期大学 580名 東京都渋谷区

〃 浦和大学短期大学部 60名 埼玉県さいたま市

〃 東海大学医療技術短期大学 80名 神奈川県平塚市

〃 文化学園大学短期大学部 50名 東京都渋谷区

〃 北海道科学大学短期大学部 100名 北海道札幌市

令和５年度 愛知江南短期大学 150名 愛知県江南市

〃 宇都宮文星短期大学 70名 栃木県宇都宮市

〃 久留米信愛短期大学 135名 福岡県久留米市

〃 札幌大学女子短期大学部 80名 北海道札幌市

〃 杉野服飾大学短期大学部 50名 東京都品川区

令和６年度 環太平洋大学短期大学部 100名 愛媛県宇和島市

（令和５年度から募集停止） 淑徳大学短期大学部 340名 東京都板橋区

〃 北陸学院大学短期大学部 100名 石川県金沢市
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短期大学の廃止（募集停止を含む）

※４大化など他の学校種に移行した短期大学の廃止は除く。
※令和元年度以降に廃止（募集停止を含む）した短期大学を記載。
※令和7年度募集停止の短期大学については、令和5年4月時点の入学定員数を記載。

【出典】文部科学省作成

廃止年度
（募集停止年度） 短期大学名 入学定員 所在地

（令和６年度から募集停止） 植草学園短期大学 100名 千葉県千葉市

〃 東京福祉大学短期大学部 75名 群馬県伊勢崎市

（令和７年度から募集停止） 足利短期大学 50名 栃木県足利市

〃 池坊短期大学 250名 京都府京都市

〃 上智大学短期大学部 250名 神奈川県秦野市

〃 九州龍谷短期大学 100名 佐賀県鳥栖市

〃 就実短期大学 180名 岡山県岡山市

〃 純真短期大学 180名 福岡県福岡市

〃 城西短期大学 120名 埼玉県坂戸市

〃 鈴鹿大学短期大学部 90名 三重県鈴鹿市

〃 星美学園短期大学 100名 東京都北区

〃 西南女学院大学短期大学部 100名 福岡県北九州市

〃 園田学園女子大学短期大学部 145名 兵庫県尼崎市

〃 中九州短期大学 100名 熊本県八代市

〃 名古屋女子大学短期大学部 280名 愛知県名古屋市

〃 奈良佐保短期大学 180名 奈良県奈良市

〃 姫路日ノ本短期大学 50名 兵庫県姫路市

〃 福岡女学院大学短期大学部 100名 福岡県福岡市

〃 北星学園大学短期大学部 200名 北海道札幌市

〃 美作大学短期大学部 110名 岡山県津山市

〃 武庫川女子大学短期大学部 520名 兵庫県西宮市

〃 龍谷大学短期大学部 220名 京都府京都市
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